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巻頭言

よりよい人生を送るための倫理的課題

会長山本正（東京都立小川高等学校長）

この度、 「都倫研紀要」を刊行するに当たり、原稿をお寄せいただいた皆様、また、刊行に向けて

編集等の労をお取りいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

平成34年度より全面実施される新学習指導要領の改善及び必要な方策が「中教審答申」に示され

ました。そこには育成すべき資質・能力の3つの柱が示されています。それは①「何を理解している

か。何ができるか｡」 （生きて働く知識・技能の習得）②「理解していること・できることをどう使う

か」 （未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成）③「どのように社会・世界と関わ

り、よりよい人生を送るか」 （学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性の酒養)。

そして｢どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考えだすことが出来、

よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身につけられるようにすることが重要である｣とされ，

「主体的・対話的で深い学び」が求められています。

ところで「人格教育のすすめ」 という本の中に次のような言葉があります。 「どうか生徒達が人間

になるのを助けてあげて下さい。あなたの努力の結果が、学問を修めたモンスター、熟練した技術を

持つ狂人、教養あるアイヒマン（残虐者）を生み出すことになってはいけません｡」－つまり知性は、

それが生徒達の人間性をより高める手助けになってこそ、初めて重要性を持つということです。この

事について、道徳教育論で有名なリコーナー博士も「道徳教育には2つの目標がある」 と語っていま

す。それは若者が「賢明になれるよう援助すること｣、 「善良になれるよう援助すること」です。 「知的

に賢明な人間」が必ずしも善良になっているわけではなく 「善良な性格」を育成することにこそ道徳

教育の意義があるというのです。では「善良な性格とは何か｣。それは、 「他者との関係、 自己との関

係において、正しい行為のできること｣、 「他人志向の徳（寛大と思いやり） と自身志向の徳（自己統

制や節制）を併せ持った性格」のことです。そして、人格の成熟には「他の人の心情を感じ、他の人

の状況を理解し､他の人の幸福を気使う能力｣、 「知性を用いて、善と悪とを区別する能力」の他に「困

難な状況でさえも善を追求し行動する能力」の育成が重要であると述べられています。このことにつ

いて、知識･技能の習得､思考力・判断力・表現力等の育成については、 トロッコ問題等「思考実験」

による倫理的ジレンマ問題も扱われてきています。 しかし、アウシュビッツの強制収容所から奇跡の

生還を果たしたフランクルは「私たちの人生は、結局、人生の意味の問題に正しく答えることにかか

っている。－人生から何を我々はまだ期待できるかが問題ではない。むしろ、人生が何を我々から期

待しているかが問題なのである｡」と語っています。実は「よりよい人生」を求めるプロセスには、 「認

知的判断｣ができない困難な状況の中で「あれかこれかの決断｣を求められることが多い｡私たちは、

その時「外的運命」に支配されず「人間の尊厳」を持って善を追求し人生に向き合えるか一このこと

をどう考えさせるかも倫理に求められる重要な課題なのではないでしょうか。

今年度も、本研究会は全国調査の他、多様な視点から取組を始めています。授業展開の検討、読書

活動を通して、先哲の考え方を理解しながら教養を深めると共に、講演会を通して著名な講師や先輩

諸氏から倫理、現代社会の切込み口を学び、課題を考える機会を作る等です。こうした学びの機会は
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としての倫理本研究会の素晴らしい伝統として受け継がれているものであり、今年度も「深い学び」

の在り方等に取り組んでゆきますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております｡
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平成28年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

2016 （平成28）年6月25日 （士）

於：東京大学教育学部附属中等教育学校

次第

1．開会

2．挨拶 会長東京都立山崎高等学校校長山本正

3．特別講演「現代における良心の自由の問題」 （13:20-14:40）

調布サレジオ神学院チマッテイ資料館館長ガエタノ・コンプリ先生

4．総会（14:50～15:20)

(1)平成28年度会務ならびに研究活動報告

(2)平成27年度決算報告ならびに会計監査報告

(3)平成28年度役員改選ならびに事務局構成審議

(4)平成28年度事業計画ならびに研究計画案審議

(5)平成28年度予算案審議

資料1

資料2

資料3

資料4．5

資料6

｢倫理を基礎づける－中国哲学から」 （15:30.17:00）5．講演

東京大学東洋文化研究所教授中島隆博先生

6．事務連絡・閉会

－5－



(資料1）平成27年度会務報告

1研究成果の刊行

「都倫研紀要」第54集刊行

単行本・高校倫理研究会「高校倫理が好きだ！ 」 （清水書院）製作

2都倫研総会ならびに第一回研究例会

日時：平成27年6月27日 （土） 13:30～17:00

会場：東京大学教育学部附属中等教育学校

内容：

（1） 研究発表「トマ・ピケテイ箸『21世紀の資本』を読んで

一公民科教育との関連を踏まえて一」

東京都立王子総合高校町田紳先生

（2） 平成27年度総会

（3） 講演「市民性教育としての宗教の学習

－その可能性と課題をイギリスの実践から考える一」

東京大学大学院准教授藤原聖子先生

3夏季研究協議会

日時：平成27年8月21日（金） 13:30～17:30

会場：東京都立西高等学校

内容：

（1）読書会：ハイデッガー『存在と時間』序論

レポーター古賀裕也先生

（2）実践交流会

4第二回研究例会

日時：平成27年10月19日 （月） 12:10～17:00

会場：東京都立秋留台高等学校
内容：

（1）公開授業「青年期～「若者像」から考える「私」～」 （第3学年「現代社会」 ）

東京都立秋留台高等学校教諭杉浦光紀先生

（2） 授業についての研究協議

（3）研究発表 「いま「LGBT」を学ぶということ～公民科の観点から」

東京都立荻窪高等学校教諭瓦田尚先生

（4） 講演 「若者たちの幸福の条件」

東京学芸大学教育学部教授浅野智彦先生
5冬季研究協議会

日時：平成27年12月26日(士） 13:30～17:00

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス
内容：

（1）読書会：アリストテレス『ニコマコス倫理学』

レポーター：和田倫明先生

（2）実践交流会

6第三回研究例会

日時：平成28年2月15日 （月） 12:30～17:20

会場：東京都立西高等学校
内容：

（1）公開授業「美とは何か？一遠近法主義に学ぶ－」 （第1学年：現代社会）

東京都立西高等学校菅野功治先生

（2） 公開授業についての研究協議

（3） 講演1 「問いと倫理学」

立教大学現代心理学部教授江川隆男先生

（4） 講演2 「回顧と展望一『全倫研』 『都倫研』と歩んで」

文京学院大学外国語学部教授小泉博明先生
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(資料2） 都倫研平成27年度決算･監査報告

総括の部

(単位:円）

上記決算報告の通り相違ないことを認めます。
会計監査町田紳

会計監査黒須伸之

－7－

収入 支出 残額
1,392,069 553,662 838,407

1斗目 予算 決算 1笛考
一
口
■誉費 100,000 124,000 1 固人会員からの会費

研究奨励費 278,000 278,000
。
■
．
餌
１
１細教育研罰 I奨励費

補助金1 200,000 200,000 上廣倫理儲団より援助
補助金2 30,000 30,000 自動車教管振興財団よりI畏助

雑収入 7642 7748 利息･寄付金

繰越金 752,321 752,321

合計 1,367,963 1,392,069
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講演･発表･公開授業謝金

芯 2務費含む

§ l運学会等派遣
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広報部費
弓
ｊ
一
瞬
Ｅ
一
博
１
－
Ｅ
１
－
、

別製本費
農費
弔品費
言運搬費
＋

300,000

5,000

10,000

45,000

360.000

311,040

1,185

2,984

32,144

347,353

紀要

紀要挙接曹用

q

l ’ 655,000 553,662

予 ’闇
■■■

§
ｌ
』
■
、 712,963 0
毎
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●
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(資料3）

平成28年度役員･事務局人事

－8－

会長 山本正(山崎）

副会長 巖耒修(夫李）灌;刀鋪崔 エ 看： 富飾）

常任幹事
立石武則(小金井北),上村肇(墨田川),大谷いづみ(立命館大学),本間恒男(多
摩),増渕達夫(都教育庁),西尾理(国際)，渡辺安則(大山),村野光則(東大附
属),和田倫明(産業技術高専荒川）

幹事

石塚健大(芝),岡田信昭(青山),黒須伸之(大森),幸田雅夫(玉川聖学院),坂口
克彦(豊多摩),富塚昇(立川),三森和哉(目黒),宮路みち子(豊島),伊藤昌彦(江
北),渡辺洋(墨田川),松島美邦(六本木),菅野功治(西）

会計監査 町田紳(王子総合),黒須伸之(大森）

事務局長

補佐

和田倫明(産業技術高専）

村野光則(東大附属),渡辺安則(大山),坂口克彦(豊多摩）

研究部
部長 菅野功治(西）

伊藤昌彦(江北)．外相11湾久(葛飾野).杉浦弗細(獄留舎1 _語浦皀ナ(=畷中竺）

広報部
部長 松島美邦(六本木）

渡辺洋(墨田川)，久世哲也(桜修館)，宇田尚人(足立西)．向井哲和(山崎）

会計 本間恒男(多摩)，宮路みち子(豊島）

顧問

岡本武男,増田信,井原茂幸，
コンプリ,伊藤駿二郎,菊地尭，

嶌森敏,沼田俊一,山口俊治,勝田泰次,永上騨朗,G.
杉原安,小川一郎,秋元正明,木村正雄,中村新吉,坂

本清治,宮崎宏一,成瀬功,小川輝之,細谷斉,佐藤勲,大木洋,小河信國,小嶋孝，
海野省治,蛭田政弘,新井徹夫,平沼千秋,喜多村健二,井上勝,水谷禎憲,辻勇一
郎,原田健,平井啓一,新井明,山口通,葦名次夫,佐良士茂,多田統一,及川良一，
工藤文三,小泉博明



(資料4）

平成28年度事業計画

1研究成果の刊行 「都倫研紀要」第55集の刊行

2総会ならびに第1回研究例会平成28年6月25日 （土） 会場東大附属

3研究例会の開催

◇第2回平成28年10月～11月

◇第3回平成29年2月

未定

未定

4研究協議会年2～3回程度開催予定

◇夏季研究協議会平成28年8月 午後

◇冬季研究協議会平成28年12月 午後

会場：都立小山台高校

会場未定

調査研究ならびに将来問題の検討

・調査研究の具体化、センター試験分析、カリキュラムに関する意見表明など

5
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(資料5）

平成28年度研究計画

1．研究のテーマ

東京都における高等学校公民科「倫理」 「現代社会」の教員の指導力の向上

2．研究の主な内容

高等学校公民科「倫理」 「現代社会」の指導内容の向上のため、研究授業の公開、研究発

表、授業実践交流、関連分野の学術講演会等を実施し、研究紀要を発行する。

3．研究計画

中央教育審議会の教育課程部会「高等学校の地歴・公民科科目の在り方に関する特別チ

ーム」では、これまでの審議を通じて、新しい公民科の各科目のあり方について、大枠を

固めてきた。本年度は、学習指導要領の作成が始まり、新しい公民科の目的や内容が明ら

かになっていくものと思われる。

新必履修科目 （仮称『公共』）は、アクティブ・ラーニングやキャリア教育としても期待

されるなど、焦点が定まっていない印象もある。その中で倫理的な内容や視点を、どのよ

うに「現代社会」以上に反映させることができるかを考えていかなければならない。

また、旧来の『倫理』および『政治・経済』に相当する科目は、完全に選択科目となっ

てしまう。しかも「思想史的知識の習得に終始しない」という指摘がなされ、内容構成的

にも刷新されるものと思われる。

このような厳しい状況のなかで、本年度は、従来からの研究活動の水準を堅持しつつ、

次期学習指導要領を見通して、新必修科目の多様な内容や指導方法への対応の工夫、倫理

的視点の活かし方、および新選択科目の内容構成を検討していく事などが重要になってく

る。

こうした視点を持ちつつ、本年度は次のような体制で研究活動を行うものとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・研究協議・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る。

(2)研究協議会（年2－3回開催）

授業実践報告・研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。合わせ

て、倫理分野を主とする入門書・研究書の輪読を通じて指導内容に関する知見を深める。

(3)公民科カリキュラム、入試問題研究

公民科カリキュラムの研究や、センター試験等の研究を、研究会としても行い、また次期

学習指導要領や入試改革について、状況を見ながら対応を検討して行く。
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(4)高校生意識調査の検討

かつて行われていた高校生意識調査を再開する｡調査委員会を立ち上げ､調査項目の検討、

実施のための交渉を進める。

(5)全国組織、他教育研究団体との交流

今後の研究活動の充実を図り、研究団体としての社会への発信力を高めるためにも、関連

教育研究団体との意思疎通を密にし、交流を深める。

以上
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第一回研究例会【特別講演】

現代における良心の自由の問題

調布サレジオ神学院チマッティ資料館館長ガエタノ・コンプリ神父

「倫社」 （ 「倫理・社会」 ）のはじまった時代、 50年以上前から、倫社の研究会に参加し、高

専で教え、サレジオ中高の校長としても教えてきました。今でもフルタイムで仕事をしているの

で、なかなか参加する時間がありませんでしたが、皆さんに役立つことがあれば申し上げたいと

思って参りました。 25歳の時に日本に来て61年ですから、皆さんの大部分より私の方が日本は

長いことになりますね。今日はカトリックの神父としてではなく人間として話します。皆さんも

同じ人間です。キリスト信者である以前に、私たちは人間です。人間としてダメだったら神父と

してもダメですし、カトリック信者としてもダメです。

私はイタリアのヴェローナ、 ロミオとジュリエットの町の生まれです。小さいときからこの道

に入りたいと思って実現しました。初めは中国に行こうと思ったのですが、毛沢東がみんな追い

出してしまった。中国に行けないなら日本に行くと言ってきました。人生の多くをここで過ごし

て良かったです。イタリアに行くと、イタリア人に聞かれます。 日本はどうですかと。私は100

点満点と答えます。電車は時間も停車位置もきちんとしている。乗る人も並ぶ。秩序を守る。よ

くお辞儀、挨拶してくれる。すべてうまく機能しています。進歩している国々は、この道で進む

ならどうなってしまうか知りたかったら、 日本へ行けばわかると言います。すべて決まっていて

レールが敷かれている。幼稚園からきれいに並んで、きれいに動く。一週間経つとすごいな日本

人と言う。 とてもイタリアでは考えられません。 しかし、長く日本にいると、話は違います。会

議を何回もやって、細かいところまで全部決めて、その通り決まったことに従う。そのとおりし

ないのならば組織の外に出される。皆と同じでないといじめられる。組織としては完ぺきだが、

人間個人として生きるとなると問題です。会社を定年になってしまうと、個人としての価値はあ

まり認められません。全部、組織の機能を実現するための存在です。経済のための教育、経済の

ための社会生活。経済の発展のために生きているようです。本当は経済が人間のためであるはず

なのに。グローバリゼーションが進んで組織に乗つからない人は役に立たない。個人はどんな価

値があるか。人間としての問題ということを、今日はお話しします。

日本の倫理・道徳教育の危機を、ずっと感じています。長年かかわってきて、途中何回も声を

挙げて危ないと申し上げてきました。90年代、校長は退いていましたが、そのとき新しい指導要

領が出て、歓迎しました。文部省は99年の指導要領の中に、 「人間としての在り方生き方」に

基づく教育を打ち出しました。それは学校教育全体を貫く考え方として、まだ生きていると思い

ます。

日本に来る前にイタリアで大学を出てスコラ哲学を学びました。上智大学では神学部を出まし

た。哲学と神学が専門です。人間としての生き方、人間としての在り方は基本でした。 日本にそ

れが入ってきたというのは良かった。 『人間を考える』は40年前以上に書いた本ですが、副題
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は「人間としての在り方生き方」です。 90年代に『新時代に人間を考える』を書き、副題は「新

学習指導要領への提言」としました。この言葉の本当の意味を理解していただくようにしました。

「人間の」 と 「人間としての」 との違いが重要です。人間の在り方、人間の生き方と言えば、

何でも入ります。泥棒も一つの人間の生き方。戦争も人間の生き方。テロリストもその一つ。す

べてが入ってしまいます。これに対して、 「人間として」 と言うと、意味は違います。私たちは

人の生き方を責めるとき、 「人間としてどうか」 という。人間のあるべき生き方、在り方を意味

します。これは哲学用語としてではなく、常識としてそうなのです。とても強い意味になります。

あなたは人間としてダメだよというのは、これ以上ない強い責め方になる。非常に大事なことで

すが、文部省の人たちはこの言葉の本当の意味を十分につかんでいなかったのです。せっかくよ

い言葉を出したのに、展開、適用できていません。 「人間の」 ということなら、社会学や統計学

で人間の在り方生き方を、現実の社会の中の現象としてとらえます。これに対して、 「人間とし

て」 というのは、倫理学の立場です。

もう一つ、在り方と生き方という言葉です。これも非常に大切な言葉です。 「人間としての在

り方生き方」 と並べて間に何も置かない。これもおかしいです。何回も注意して指摘したが上は

聞きません。在り方というのは存在のこと。 自分の体の在り方は、科学の対象です。生物学とか

化学とか物理学とか、事実はこうなっているよという仕組みです。消化器官の在り方、唾液がど

ういう役割をしているか、胃は胃酸を出して分解して、腸で微生物がはたらいて、 というのは在

り方、姿、仕組みです。在り方と言うと、どういう風に存在しているかを知りたいからそれを目

的として研究することです。では生き方はなんでしょう。何を食べればよいですか、それを食べ

るとお腹を壊しますよ、呑みすぎるとこうなりますよ、そうしないためにはどうしたらよいです

か。ああしなければいけない、そうしなければいけない、 ということがあります。これは行動全

体に当てはまります。スコラ哲学にはラテン語でageresequituresse、生き方（行動）はあ

り方に基づく、 という言葉があります。在り方は基準になります。胃袋には何が消化でき何が消

化できないかが分からないと、何を食べてよいかわからりません。その在り方を知った上で、生

き方が決まります。在り方を知って器官はこういう仕組みになっているのでそれに基づいて手術

をする。在り方は存在と言ってもよいです。倫理学が根本だというのは、どういう風に生きるべ

きかを知るためには、まず在り方を知らなければいけない。人間としての在り方です。人間の実

際の在り方と、あるべき在り方という区別をしないと倫理学は出てこないのです。現実の在り方

は、例えば私は片方の目がよくありません。こういう現実が、実際の在り方です。あるべき在り

方ではありません。医者に行くと、あなたの目はこういう状態で、それをあるべきあり方に持っ

ていくにはどうすればよいかを考えます。現実の在り方が正しいというわけではない。今の一人

一人の生き方を見てどうもよくない。なぜあるべき姿ではないのか。あるべき姿はあるのか。あ

ります。ないと言えばどうなってもよいということで、誰もそれは認めません。健康状態であれ

社会状態であれ｡現実がいつも正しいとは限らないのです｡社会学は現実を､現状を研究します。

でも社会学から倫理学は出でこない。マスコミは一つの考え方を押し付ける。現実はこうだと。

しかし正しいかどうかは別問題です。現実をそのまま受け入れる。 ドイツ人の多くはユダヤ人を

虐殺してよいと思っていた。現実と、あるべきということは、わけないといけない。現実の在り

方とあるべき在り方とを区別しましょう。あるべき在り方は社会生活についてもある。子どもを
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育てるにはどうすべきか。経済についてとか、あるべき在り方がある。倫理学はあるべきあり方

がどうであるかということを、前提として考えるのです。

現実の在り方を知っていて、あるべき在り方は分かっていますか。分からないなら、研究しな

いといけません。 さてそうすると、存在上の要求というテーマがあります。 日本語には「要求」

と 「欲求」という言葉があります。欲求不満とか防衛機制とか喜んで教えますね。生まれたとき

は人間は欲求の塊です。行動は欲求からはじまります。 日本語で「～たい」 という言葉は欲求を

表します。欲求がないと人間は消極的になり、やる気がなくなります。欲求があるのは悪いこと

ではありません。willという助動詞は日本語にないですね。意志を表現する助動詞が日本語には

ない。これが欲求ですが、欲求だけでは倫理は生まれません。やりたいことが正しいとは限りま

せん。やりたいことを全部やらせてはダメになります。麻薬中毒の人は麻薬が欲しい、携帯依存

症も問題になっています。生まれつきの欲求、本能があります。食べたい飲みたいは、命にかか

わる大切な「欲求」です。しかし、麻薬中毒になっていれば治さなきやいけない、やってはいけ

ないという「要求」があるのです。これを治すべきだという要求、これこそ、倫理学の基礎です。

あるべき在り方は要求される在り方、人間としての在り方です。病気の人は健康という要求があ

る。必要であるということは何に基づくか。在り方に基づく。人間としての在り方を持っていな

い人は、その在り方を取り戻す、実現していく要求があるのです。義務は存在に基づく。存在以

上の要求があるから義務である。医者が治さなければいけないのは義務であり、要求されるから

であり、気持ではない、欲求ではない。このことがないと倫理学の話は進まないのです。

様々な善悪の判断があります。必ずしも道徳的な善悪ではありません。成績の悪い生徒は道徳

的に悪くはないです。水準に達していない。学力的によくない。おカネがなければ経済的によく

ない。経済的、健康、学力、全部善悪ですが、道徳的善悪ではありません。また、相対的な評価

と絶対的な評価があります。 日本では偏差値があります。それは道徳的な問題ではない、相対的

な評価です。他に比べてあなたはどう、 ということです。あなたは元気ですが。昨日よりよいで

す、 と言えば、相対的。善いというのは絶対的なものです。すべてにおいて成り立つものです。

会社員として、教師として、おやじとしてと、 「～として」というのは部分的な判断。こうした、

ある観点からの判断と、 「人間として」の判断の違いはなんでしょう。人間としての行動だから、

総合的な判断です。だから、あなたは「人間として」どうですかというのは、最後の責め方なの

です。

人間として生きることには、道徳的な生き方の判断が伴います。人間としての判断をするため

には､人間としての在り方を知らないといけません｡人間をどう見るのか。どう理解しているか。

人生観ではなく、人間はたくさんの観点を持ちます。第一は個人としての人間。感情もある。知

性もある。体の機能がある。考えることについてのある程度の理論が必要です。人間は自由であ

る。いろいろな要求がある。これについての考え方が必要で、これで人間としての在り方があり

ます。次に、個人だけではなく、私とあなた方との人間関係があります｡社会として団体として、

家庭の見方考え方在り方があります。また、社会の一つの村、地域社会の問題があります。学校

があり教育があり仕事の場があって、 さらに国家もあります。新科目の「公共」も国家の問題に

なるのでしょうか。国家は何のためにあるのか。さらに国際社会があります。これらがどうある

べきかという考え方が必要です。 さて、人間観はそれで終わるでしょうか。人間は環境、 自然と
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の関係を持ちます。環境を知るために科学が必要です。そして宇宙はどう存在しているかとなる

と、神との関係があります。人間はなぜ存在しているのか考えることは避けられれません。今度

はそこに生き方がでてくるのです。

生き方というのは私個人の生き方ですが、私個人は家庭や地域社会や国際社会や、それらの中

に生きる私がどう生きるべきかの判断をします。人間の判断は自由であるからといって、このス

クリーンを見てこのスクリーンは赤ですねと言えば、コンプリ先生おかしくなったかと思われま

すが、赤いと言う行動は自由です。 しかし判断をするのは自由ではありません。これは白と言わ

ざるを得ない。見たままに判断します。 目で見たまま把握したままに判断しなければならない状

態です。もし判断が自由であったら、相手は何を判断しているかわからない。付き合うことがで

きない。付き合う根本は判断が必然だということです。

把握したままに判断する。事実がある。これに対して、道徳的な善悪の判断は、必然的に人間

として判断します。必然的に学校の先生としてではなくて、私たちは必然的に自分が知っている

限りできる限る総合的な判断をします｡すべての要求に基づいて、人間の持っている全ての要求、

今意識している全ての要求に基づいて判断せざるを得ません。急に今話していて携帯電話がなっ

たら、今はここでは良心的にやるべきで、ここで電話を取れば失礼になります。 しかし人が来て

死にそうな友達がいると告げたとしたら、続けるかどうか、ここで総合的に判断しなければなり

ません。緊急な要求が入ると、そこの判断。良心の判断は、理論的な判断ではなく、今のこの場

で生きるに当たって、人間として知っている全ての要求に対して、良心は必然的にこうすべきだ

と繰り返します。そこからは逃げられません。良心の判断は実践的な判断であって、生きるにあ

たって今私は全ての要求に対して何をすべきかを判断します。重要性の上下も判断します。何を

優先させるか、させないか、緊急であるか。これは良心の判断です。この判断は人間としての判

断です。一方的、一部分の、特定のではなく、全体として、個人として、相手や家庭、地域社会、

国家、国際社会、全部含まれる、人間のあるべき在り方の判断です。人間とは何ですかという問

いに答えなければ道徳教育はできません。

人間としての在り方は自然を無視してよいか。私は良心的に認めないという判断、良心上の拒

否が許されると考えます。良心の自由を認めなければいけない。良心の判断は自分ができる最高

の判断です。これを認めないなら私自身を認めないことになる。だから自分の良心の判断に従い

ます。 ISの支配するモスルで19人の女性が広場で焼かれた。テロリストの妻になるように命

令されたが従わないとして。今の中国、北朝鮮でも、もし自分が正しいと思うことを言うなら危

ない。良心の判断を表明できない。独裁者を批判してよいか。外国でなら批判できます。 自分の

国ではできない。殉教者もいます。 ヒットラーを批判する人は命をかけました。良心の自由は基

本的人権です。人間としての判断を尊重しなければいけない。こういう内容をどう学校で取り上

げるか。こういう問題が全然出ない。根本的なこと。良心の自由、良心とは何であるかを、ある

程度説明しないと、どう生きるべきかということが出てこないと思います。

（会場からの質問：ハンナ・アーレントの「エルサレムのアイヒマン」で述べられたように、

ごく普通の人間がああいうことをやる。これはどうしたものでしょうか。 ）
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良心の判断はあるのか。今のテロリストもどうでしょう。神は偉大と叫びながら死ぬのは良心

があるのでしょうか｡子どもはどうでしょうか。自分自身という自覚がない｡楽しくやっている。

これは自発ではあるが、 自由ではない。犬猫の赤ちやんと変わらない。欲求に従って行動してい

ます。上に上がっていくとどうでしょうか。親や社会が十分に伝えられていないのではないでし

ょうか。子どもの判断を育てていません。知らないなら判断できない。少しずつ教育しないとい

けない。一方的に言われるなら洗脳されます。馬を走らせるための目当てです。良心の判断が間

違っていることがあります。人間が人間として生きるために、良心に従って善意があります。 し

かし善意だけでは足りません｡求道心がないといけません｡それを持たない人は人間としてダメ。

正しい道を探し求める心をいつも待ち続けなければいけません。洗脳されて麻痩してしまった。

もうひとこと付け加えます。フランクルに学ぶことです。今の社会はフロイト的です。何でも

欲しいものをあげてダメにしてしまいます｡満足しません｡子供に何でも認める親は大間違いで、

手に負えなくなります。注意してどうあるべきか教えないといけません。人間は意味が欲しい。

意味があればどんな辛いことも耐えられる。収容所で意味を持った人たちは健康面でも持ちこた

えました。 日本に自殺が多いのもそこです。何のために生きるか。人生の意味は何か。なぜ私は

ここにいるか。そこには宗教とのつながりが出てきます。

(記録・文責和田倫明）

-17-



第一回研究例会【講演】

倫理を基礎づける－中国哲学から

東京大学東洋文化研究所教授中島隆博

概要

倫理を基礎づけるという問いが近代において登場した背景として、宗教の後退が指摘される。

宗教なき後に規範をどう基礎づけるのか、宗教的な超越なしに倫理を基礎づけることができるの

か、あるいはできるにしてもどう基礎づけるのかという難しい問いが出された。倫理の基礎づけ

を宗教的な超越ではなく、 自然において、すなわち中国では「性」によって行おうとするときに

は、何かそこには曲折のような、ずれのような仕掛けがないと、倫理を導くのは難しいのではな

いか。

中国古代の「性」 、すなわち自然本性を検討すると、その十全な実現のためには、人間のある

種の介入的な行為が必要だったのではないかと思われる。歴史を見ていくと、その後中国哲学に

おいては仏教が大きな役割を果たした。それは宗教的な超越を持ち込んだのである。それに対し

て、新儒教、すなわち朱子学などは何をしようとしたのか。キーワードは「理」 という概念であ

る。それによって、もう一度「性」による倫理の基礎づけを行おうとしたのである。その後にキ

リスト教が導入されたが、これは決定的な事件であった。宗教的な超越がさらに強力な形で問わ

れたからである。それに遭遇して、朱子学、陽明学的な議論がもう一度変容し、古代的な「礼」

としての儒教が脚光を浴びてくる。このことは同時代性を持っていて、明末から清代にかけての

議論は、当時のヨーロッパの議論に同期していた。

はじめに

この20年間、特にフランスの中国学を中心に翻訳や紹介をしてきた。たとえばアンヌ・チャ

ンは、現在コレージュ・ド・フランスの教授であるが、それ以前はINALCO(東洋言語文化国立研

究所）で教えていて、研究者という以上に、優秀な教師でありたいと考えていた。そのために、

『中国思想史』は、中国についてまったく知らない学生でも関心を持つことができるように、フ

ランス語によって語りかけるような本となっていた。 この本の翻訳の相談を彼女にしたときに、

日本でなぜその必要があるのか、もっと深い中国思想史研究の伝統があるでしょうと不思議がら

れた。 しかし、一人の人が書いた通史としての中国思想史で、 日本語で読めるものはほとんどな

い。また、現代的な哲学や思想の議論を踏まえたものも少ない。あるものはというと、たいへん

古いものか、何人かで共同執筆したものしかない。海外を見ると、中国近代の思想家である漏友

蘭の『中国哲学史』が英語に翻訳されており、それが基本的なテキストになっている。 しかし、

それも百年ぐらい前のものである。こうした事情と、この本の資料的な価値もあると思ったこと
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から、 7年半かけて（最後は眼底出血までして）翻訳した。何かと思い入れの深い本である。

もう一人、フランソワ・ジユリアンの本も何冊か翻訳した。その中で、 『道徳を基礎づける』

（講談社現代新書）は、孟子とヨーロッパの啓蒙哲学者の比較をした本だが、即座に絶版となっ

てしまった。ここでの「倫理を基礎づける」という議論のアイデアを多く提供してくれているの

だが、なんとか別の形で再版できればと思っている。

さて、最近出版された『ハーバードの人生が変わる東洋思想』には驚いた。マイケル・ビュレ

ットは古い友人であるが、少し風変わりなところがある。ハーバードでピュエットの大学院のゼ

ミに出席していた時、それは先生としてのピュエットがが一言も言わない授業であった。教材を

配り、大学院生がおもむろにディスカッションを始める。先生は何も言わない。寡黙な人かと最

初は思った。大学院生が「先生のご意見はどうなのでしょうか」 と言っても、まず答えない。唯

一発する言葉は「素晴らしい」ぐらいである。この授業のやり方に感動して、帰国後、 日本でも

同じような授業をしようと思ってやってみた。結局、いつまでも学生の沈黙が続くばかりで、そ

れに耐えられなくなり、わたしは口を開いてしまったのである。ピュエットにはなれないものだ

なと思った。その後しばらく経って、そのピュエットの講義が、マイケル・サンデルと並んで人

気があると風の便りに聞いた。その成果がこの翻訳である。この本の中心は「礼」なのだが、こ

うした古い概念を新しく論じることに、アメリカの学生は強く反応するのだとわかつたことは、

興味深かった。

中国での議論をまとめた郭斉勇の『儒家倫理争鳴集』も、 「倫理の基礎づけ」をめぐる最近の

議論にとっては重要である。これは、親しい者たちの間で、思いやって悪事を隠すということを

どうかんがえるかについての論文集である。これは『論語』ですでに論じられた倫理であるが、

これと、カントが嘘をつくことはいかなる場合でもなしてはならないという倫理との関係が、世

界中で議論されている。さきほどのピュエットもこの問題を取り上げている。

ところが日本では中国哲学を学習しようという学生がまずいない。高校の教科書とりわけ倫理

の教科書には、中国哲学は少し取り上げられているのだが、それを研究する若い世代はきわめて

少なく、 さらに、世界で行われている議論に付き合おうというという人はほとんどいないようで

ある。

1．古代の儒教

孔子は、カール．ヤスパースが『歴史の起源と目標』 （1949年）で唱えた「軸の時代」に

登場する。ヤスパースは、戦後ドイツにおいて、ナチズムの後にもう一度人間の文化や思想の意

味を考えなければならないとして、この本を書いた。そして、ヤスパースが人間の文化や思想の

起源を遡っていくと、 「軸の時代」 と呼ばれる同時代に、孔子やその他の世界的思想家が現れて

いる。そこに立ち返って、もう一度思想を立て直そうという試みの中で､孔子が取り上げられた。

孔子を語るのは案外難しい。そもそも孔子の何が新しかったのだろうか。それ以前にも儒家集

団はあった。孔子はそこに新しい何かを持ちこんだ。それが「仁」 という新しい概念であり、そ

れを通じて、新しい社会関係を構想したのである。

仁の重要なポイントは、人間が人間的になる、 ということだ。このことを、HumanBeingとい
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うよりは、 HumanBecomingを目指したのだという人もいる。それにしても、人間が人間的になる

ということは、当たり前のようでいてなかなか難しい。そのままでは人間的になることはできず、

何らかの工夫、努力を通じて、初めて人間的になることができるからである。仁はこうした努力

のプロセスとその結果を指し示す概念なのだろう。それに基づいて、孔子は新しい社会関係と規

範を作ろうとしたために、衝突も生じた。そのため、孔子は追放されて放浪したのである。その

際、若者たちを引き連れて諸国を経巡ったために、ひょっとすると危険な集団を率いる人とみら

れたのかもしれない。

仁という概念を問い、その可能性を掘っていくと、 『論語』の中でも様々な定義がでてくる。

孔子の弟子たちも不安になったはずである。彼らは､結局のところそれはいったい何なのですか、

という問いを繰り返し問うた。人間が人間的になるとは、いったいどういうことなのか。弟子が

聞くたび、孔子は様々な答えをする。問いに応じて答え方を変えていったのである。

その答えの中で、最も重要なものは、仁と礼を一つのコインの裏表のようなものだと言ったこ

とだ。それは、顔淵が仁とは何か尋ねた時の答えである。すなわち、仁とは自分に打ち克って礼

に復帰することだと答えたのである。礼というと、形式的規範だと思いがちになるが、その礼に

仁を重ねることで、孔子は新しい社会規範の基礎づけを行おうとしたのだ。その場合、礼はどの

ように新しく定義されたのだろうか。礼に関するイメージを少し考えてみよう。

数年前に永平寺に学生を連れて行き、泊まりがけの修行を体験させていただいた。そのときに、

早朝からのお勤めで食事の礼をものすごく細かく教えていただいた。なぜそんなに細かいのかと

尋ねたところ、道元が細かく定めたものを継承しているという。曹洞宗の中では、食べる事は重

要な規範であり、道元はその制定と維持に巨大なエネルギーを注ぎ、曹洞宗はそれをずっと受け

ついできた。

このように、礼は多くの異なる文化的・宗教的な活動において見られる普遍的な規範である。

儒家に戻ると、礼は食べることと並んで、死者を祀ることに関しても細かい規定を有している。

しばしば、古い儒家集団は葬儀をつかさどることをメインにしていたのではないかと言われてき

たほどである。

礼は法とは異なる。古代中国の規範に関する議論を見ると、 「礼は庶人に下らず、刑は大夫に

上らず」 （『礼記』曲礼上） とある。法がより下位の階級に適用される規範であるのに対し、礼

はより上位の階級に適用されてきた。それが後には、より適用範囲が広がることになる。法が成

文による規範であるのに対して、礼はより身体的で美的な規範である。マイケル・ピュエットが

以前から言っていることを参照すると、人々が状況に対応していく中で、その対応のいくつかが

後に範例的になったとみなされるようになり、それらが高められて礼となった。

人々が状況に対応していく中で、その対応のいくつかが後に範例的であったと見なされるよ

うになり、それらが高められて礼となる。次世代は礼を反復し、 自分たちを訓練し、感情面

での対応の仕方を洗練していく。 (Michael Puett, "TheodiciesofDiscontinuity:

DomesticatingEnergiesandDispositions inEarlyChina'' )

礼は感情に由来する。それは範例的だと見なされた対応であり、次世代を訓練してその感情
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を様式化するのを助けると考えられている。 （同書）

人生の脈絡や複雑さを凌駕する倫理的、道徳的な枠組みはない。あるのはわずらわしい現実

世界だけで、わたしたちはそのなかで努力して自己を磨く以外ない。ありきたりのくかのよ

うに〉の礼こそ、新しい現実を想像し、長い年月をかけて新しい世界を構築する手段だ。人

生は日常にはじまり、 日常にとどまる。その日常のなかでのみ、真にすばらしい世界を築き

はじめることができる。 （マイケル･ピュエット『ハーバードの人生が変わる東洋哲学』）

ここでピュエットが論じているのは、礼とは感情的身体的な規範であって、超越的な倫理的規

範を立てるのとは違う倫理性を提案しているのではないかということである。この議論がなかな

か難しいのは、超越的な源泉があって規範を基礎づけることをやめ、あくまでも人間の身体や感

情に根差しながらそれらを様式化するというところに中国の新しい倫理の可能性を見いだそう

というのである。そして､孔子こそがそれを目指そうとしていたのではないか、というのである。

では、孔子の次の世代である孟子は何をしたのだろうか。孟子は「性」 という概念を用いて、

性善説を説いたと言われている。しかし、 「性が善である」 という言明は何を言っているのだろ

うか。アンヌ・チャンは次のように説明している。

孟子は，人の性は，決して中立的なものではなく，生まれつき善に向かうように方向づけら

れていることを明らかにした。 しかし，いったんそういうことになると，性の中にある悪と

は何かについて説明が求められる。 というのも，人間の振る舞いの中に，悪を認めざるをえ

ないからだ。孟子は悪があるという明白な事実を否定しようとはしない。しかし，悪人が本

来的に悪であるわけではないと確信している。問題なのは，人のもともとの性ではなく，そ

の人が善の素質を拡充しなかったこと，あるいは，善の存在を意識しなかったことなのだ。

（アンヌ・チャン『中国思想史』）

「性が善である」 というのは、性はそもそも善であるから放っておけばよい、 という意味では

ない。現実には様々な悪があり、そのことから目をそらしているわけではない。では、現実の悪

を前にした性善説とはどのようなものだろうか。

『孟子」 「梁恵王上」に、犠牲の牛が通り過ぎていくかわいそうな状況を忍びずとして、王が

牛に代えて羊を犠牲にするように命じた話がある。このことを、牛をやめてけちったと言われる

ことがあるが、孟子はそれこそがまさに王が仁であることの証左であるという。この感情、忍び

ざる心がポイントである。 自分が感じる、悲しいとかうれしいという感情は、実は外から触発さ

れないと動かない。感情が内に由来するのか外に由来するのかに関しては、議論はあるが、構造

的には他者からの触発が、感情の原形であろう。プラスにせよマイナスにせよヴァルネラビリテ

ィ、つまり傷つきやすさが感情を作るものなのだ。 したがって、王が忍びずと思った瞬間には、

けちるという計算は入ってこない。

倫理学の議論の多くは感情をコントロールするか、できればなくしていこうとする議論を展開

する。中国でも、聖人に感情はあるのか、感情はない方がよいのではないかという議論がある。
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それだけ、感情は扱いが難しいものである。孟子の議論が面白いのは、その性に関する説を鍛え

ていくときに、感情の次元をゆるがせにせず、そこからスタートして行くところだ。ただし、礼

が感情の様式化であったとしても、感情をそのまま肯定しているわけではなく、感情に何らかの

働きかけをしないといけない、 と考えている。素朴な感情ではダメであって、介入した上で、拡

充が必要なのだ。

具体的に述べるなら、 「気の毒だな」 、 「かわいそうだな」 と思うだけでは善ではない。それ

を拡充して忍ぶことができるところまで持って行かないと、善にたどり着かないのだ。単なるオ

プティミズム（放っておけばうまくいく）のではなく、人間の努力を強く要求するものなのだ。

したがって、 目の前の他者だけでなく、不在の他者に対しても、善をどうやって広げていくのか

が重要だとされる。このことをフランソワ・ジュリアンは次のように解釈した。

これらの例から、普遍的な原則が導かれる。 「誰もが、他者の身に起こることに忍びざるも

のがある」 、 と孟子は結論する。この忍びざる感情を、 （他者の身に起こりながら）忍びう

るものにまで及ぼすこと、それが｢仁」の感情である（｢達之於其所忍､仁也」 、尽心下31）。

誰にとっても、他人が不幸に沈んでいる時に、無関心でいられず、反応を引き起こすものが

あるということ、それが「仁」なのだ。無関心でいられないとは、不幸な他者に起こったあ

らゆることに対して、平静ではいられず、 「くつろぎ」や「安らぎ」のうちに甘んじていら

れないという意味である (cf.すでに孔子に、心の「不安」 という概念がある） 。 しかし、

これと同時に、誰もが無関心であって、一切関心が払われないような他人の不幸が実に多く

ある。 したがって、中国の観点からすると、道徳性にはいかなる要請もない。そこには、命

令もなければ徒もない。あるのは、拡張だけなのだ。耐え難いものへの反応を、その苦境を

知りながら見て見ぬふりをしていることにまで及ぼすことである。 （フランソワ・ジュリア

ン『道徳を基礎づける』）

とはいえ、礼にはネガティブな側面もある。中国が近代において儒教を抑圧したのも、礼を中

心とする儒教が、中国の封建制の象徴であり、後進性であると理解されていたからだ。礼はただ

形式化してしまうと、いきいきした倫理ではなく、人を縛るものに堕してしまうのだ。このこと

に関連して、 『孟子』に「正義の戦争」の話がある。

孟子が言う。 「湯が毫にいた時、葛の国と隣り合っていた。葛伯はならず者で祀りをしなか

った。湯は人を使わせて尋ねた。 「なぜ祀らないのか」 。 「供える犠牲がない」 。湯は牛と

羊を贈与した｡葛伯はこれを食べてしまい､祀りをしなかった｡湯は再び人をやって尋ねた。

「なぜ祀らないのか」 。 「供える器に盛る穀物がない」 。湯は毫の人々を向かわせて耕作さ

せ、老人と身体の弱い者には耕す者のために食べ物を運ばせた。葛伯は自分の民を率い、食

べ物や穀物を運ぶ者を脅かしてそれを奪い、渡さない者は殺した。一人の子供が米と肉を運

んでいた時、その子供を殺して奪った。書経に、 「葛伯は［運ぶ者を殺し、仇となった］ 」

とあるのは、このことである。この子供を殺したという理由で、湯は征伐した。天下の人々

はみな、 「天下の富を得ようとしてではなく、匹夫匹婦のために復讐したのである」 と言つ
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た」 。 （『孟子』滕文公下）

ここでなされている論が、中国の正戦の論理の原型である。近代の章炳麟という思想家は、こ

の孟子の一節を引きながら、列強の植民地支配はこれと同じだと批判した。これは礼の悪い側面

である。ひょっとすると、ここで倒された葛伯は、礼を必要としない統治、湯とは違う統治を考

えていたかもしれない。そもそも、礼は時と場合によって変化しうる規範である。 ところが、湯

は自分の理解する礼を押しつけたのである。このように悪としての礼もあるのであって、礼を持

ち出せば済むわけではない。

高校倫理の教科書では、孟子の性善説を筍子の性悪説と対比させている。では、筍子は何を開

こうとしたのか。筍子の議論は、孟子の直後ではなく、間に荘子が入ってくる。つまり、胡蝶の

夢のような、人間の本性が変化してしまうという恐ろしい想像力が導入されているのだ。これを

人間に適用すれば、人間もまた本性を変える可能性があると、筍子は考える。 自然は放っておく

と壊れるものであり、特に人間に関する自然はそうである。そこに何らかの形で介入しないと善

は実現できない。作為が大事であり、性に介入することが性悪説の基本的な原理である。もちろ

ん、すでに見たように、孟子もまた、性に介入し、努力せよとは述べていて、放っておけばよい

とは言っていない。ただし、介入する理由として、性を変化させることができるからとしたのが

筍子の新しさである。その時、筍子は注意深く、超越的なものを一切排除した。つまり、天と人

とを完全に分離したのである。人のことは人が扱うほかない。孔子や孟子の議論にはなおも天が

ちらついていたが、筍子は天に訴えず、人間の歴史に訴えようというのだ。そして、礼もまた、

かって聖人が作ったものであって、それを歴史的に反復することにしか規範の根拠はない。

以上、古代中国の孔子、孟子、筍子の議論を見てきたが、強調の仕方は違えども、人間の身体

や感情そして時間性や歴史性に基づいた規範を作り上げる努力がそこにはあった。これが、古代

中国での倫理を基礎づけるやり方である。そうすることで、新しい社会についての想像力を発揮

し、仁や礼を洗練していったのである。

その後、中国に仏教という全く新しい文明が入ってくる。儒教のような努力たとえば礼を学ぶ

という努力をしなくとも､仏教は人々の救済を保証した。日本からも遣晴使・遣唐使が送られて、

仏教を学んだのだが、それは人々の救済を導入するとともに、統治に役立つ仏教を取り入れるた

めでもあった。本来の仏教は統治に役立たないはずだが、それがなぜ統治術としてたいへん有効

に機能したのか。それにはいろいろと理由はあるだろうが、仏教の一番の魅力は、人々の心をつ

かむことだ。統治にとって最も重要なのは人々の心を掴むことである。仏教は皮肉にも、もっと

もよく統治に利用された。その際、儒教の礼は外面的で様式的な規範であるために、心を見いだ

した仏教には太刀打ちできなかったのである。

唐に入ってしばらくして、儒教の巻き返しの動きが始まった。その代表が韓愈である。韓愈は

道統という、中国文明の継承の問題を論じた。中国と言えば漢文、漢字と、漢が強調されるのだ

が、そこには漢の時代が優れているという理解が前提されている。漢代を強調することによって、

韓愈たちは中国文明の遺産を継承し直し、それによって仏教に対抗しようとしたのである。これ

は筍子に似ていて、仏教の超越（仏）に訴えずに、歴史に訴える態度だとも言いうる。
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2近世の儒教

新儒教として登場する朱子学にしても陽明学にしても、課題は仏教をどう乗り越えるかであっ

た。朱嘉にしても王陽明にしても、当初は仏教とりわけ禅にいれあげており、いかにしてこれほ

どまでに魅力的な仏教から身を引き剥がして、古代的な儒教を復興するのかを考えたのである。

そのためには、朱子学も陽明学も、まずは仏教が依拠した心、すなわち内面の問題を別様に引き

受けなければならなかった。 「誠意」がそれに対抗する重要な概念であるが、誠にすることによ

って、心をピュアな状態に持っていくことを目指したのである。こうして仏教と同じように内面

を掘っていくのだが、それを儒教の経書に基づいて行い直そうとしたのである。

しかし、 「誠意」だけでは仏教を乗り越えることはできない。ここで持ち出されたのが「格物

致知」である。どういうことか。もし「誠意」すなわち「意を誠にすること」が成功したとしよ

う。これは一種の自己啓蒙なのだが、もし私が誰かに「私は自己啓蒙に成功しました」 と言った

とすると、その人はきっと怪誘な顔をするだろう。他者であるその人がどうやって私の自己啓蒙

を理解することができるのだろうか。この方法がわかれば、 自己啓蒙を伝達でき、他者が自己啓

蒙を開始することになる。これは仏教の問いでもあった。 「発菩提心」 というが、菩提心をどう

やって興すことができるのか。仏教であれば仏の力によるということが言いうるかもしれないが、

朱子学は「格物致知」に訴えたのである。ここで重要なのが「理」 という概念である。かつて安

田二郎が明確に定義したように、理は意味である。理は心の中にあるが、本に書かれれば万人が

理解できる、また外物の理であれば誰でも探求できるという二面性がある。誰かが、物事の意味

を明快に説明すれば、その人は理を究めていることになる。 「格物致知」 とは、理を外物におい

て理解するということだ。朱烹は経書への膨大な注釈を作ったが、それは心の中にある理を究め

ていることを、徹底的に明らかにし、他者に伝達するためであった。こうして、理は内にも外に

もあり、内と外をつなぐものであり、儒教復興の重要な概念となったのである。そして、朱烹は

さらに、この理を天に結びつけ、天理として拡張していく。古代の儒家たちが控えめに行ってき

た天との繋がりが、仏教への対抗として持ち出されたのである。

それに対して、王陽明はやや異なる道を辿った。朱烹に従って、友だちと一緒に庭に生える竹

の理を朝から晩まで竹を見ることで得ようとしたのだが、友人はおかしくなり、 自分もまた七日

間頑張ったが得られなかったという証言がその分岐を告げている。朱烹の言うことは正しいはず

だが、そのままでは格物致知はできない。朱喜が内外を繋ごうとしたことが無理だったのであっ

て、外部を捨象し、内面における格物致知のみを行えばよいのではないかと考えたのである。す

なわち、内面において良知を致せばすべて理に至るはずである。

ここである人が尋ねる。天下に心の外の物なしとの主張だが、深い山に花が咲いているとする

と、その花は今ここにいるあなたの心とどういう関係があるのか。それに対して、陽明は、花は

見ているときにのみ存在するのであって、深い山の花は心の外には存在しない、 と答えた。陽明

学は、一種の独我論である。 しかし、それは朱子学的な理を究めるための面倒な手続きを取らな

いことでもあるために、より実践的な教えとして、商人層に広がった。朱子学は科挙に採用され

たために広がったわけだが、陽明学は心に基づくことで民衆に広がった。 とはいえ、それでは、

乗り越えようとした禅とどう違うのかが問題ではある。
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最終的に、陽明学は孟子の側隠の心を引用しながら、仁によって万物は一体だとする考えに至

る。ここには強烈な宗教性があり、差異や他者性が消えてしまう。禽獣草木だけでなく、天地も

鬼神も我と同体だということは、強烈な独我論である。

ではそこでは悪はどうなるのか。王陽明の四句教すなわち「無善無悪が心の体、有善有悪が意

の動、善を知り悪を知るのが良知、善をなして悪を去るのが格物」に対して、高弟二人が争った。

そのうち、銭徳洪は陽明をそのまま反復しようとする。すなわち、心の本体は無善無悪であるに

しても、意においては善悪が現れるのだから、格物致知や誠意、正心、修身といった工夫が必要

となる。もし意においても善悪がないとなれば、あらゆる実践修養が不要になるために、それは

受け入れられない。

それに対して、王龍渓は、これは「権法（時に従って変化する法） 」にすぎず、究極的には心・

意・知・物の四つは一つであるのだから、意にもまた善悪はないと主張した。これもまた、陽明

学の帰結から振り返って考えれば、一つのありうべき見解であった。

それに対して、陽明は次のように裁いた。 「利根の（すぐれた性質を有した）人」もしくは「上

根の人」に対しては、王龍渓の見解が相応しく、それ以下の人もしくは「中根以下の人」に対し

ては、銭徳洪の見解が相応しい。ここには、悪の位置づけに苦しむ陽明学のボジシヨニングがあ

る。もしすべてが心の中にあるのなら、実は善も悪もその世界には場所を見いだすことは難しい。

このような極端な考えは、面白い帰結を生む。つまり、人間の欲望を肯定する道を開いてしま

ったのである。これまで欲望はどこかで節制するとか抑圧するとかされる対象であったのだが、

陽明学以降、それはほぼ肯定された。それでも、欲望を100%そのままでよいとまでは言えなか

った。良知もそれをなんとか枠づける仕掛けの一つであった。李贄は陽明学の最左翼であり、欲

望の肯定を行ったが、その李贄ですら、明察というある種の知的段階を入れないと欲望は危ない

と述べていた。

要するに、内を掘って外を捨象してしまうと、規範の根拠を見いだすことは難しくなる。現状

を肯定し、何でもありであるという嫌な結論に陥りかねないからだ。李贄もまた規範に関して、

孔子を否定し、 自らが立てた規範を肯定することで、相当の批判を浴び、最終的には自刃に追い

詰められる。ちなみに彼はイスラーム哲学者でもあった。中国のイスラーム哲学の大学者が、陽

明学の最左翼をなすという極にまで行ったのである。

3倫理を基礎づける

その後、中国は異民族王朝の清の支配と、キリスト教の布教により、そのパラダイムが大きく

変容していく。清代の戴震は考証学の泰斗として知られる人物であるが、キリスト教を経た後、

さらには異民族支配下における儒教の可能性を問うたのである。同時代人として、ユーラシア大

陸の西には、スコットランド啓蒙のヒュームがいた。

戴震は朱子学・陽明学を徹底的に批判していく。朱子学は理によって人を殺すとまで述べるの

である。では、どのようにして規範倫理を作り直せばよいのか。ここで戴震は古代的な礼を回復

しようとして、もっとも倫理的によくないのは、情が薄いことであると言う。朱子学・陽明学で

内面まで行った後に、もう一度感情に戻らないと規範を語ることはできないと考えたのである。
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その際、キリスト教は陰に陽に意識されていた。戴震は当時のクリスチャンとの交流もあったよ

うである。 ヨーロッパにおいてはすでに宗教戦争の惨禍がもたらされており、宗教的超越を持ち

出すことは血で血を洗う争いに帰着していた。それを乗り越えるために、 ヒユームたちのスコッ

トランド啓蒙は、感情の問題、 とりわけ共感といったところに、倫理の基礎づけを求めた。これ

はすでに見てきた中国の礼の議論と同型のものである。

不思議なのは、カントがヒュームによって独断の眠りを覚まされたと述べているが、はたして

カント倫理学を考える限り、本当に目覚めていたのだろうか。倫理学のなかでは、 ヒュームとカ

ントをならべるとカントに分があるとしばしば言われる。 ヒュームは感情主義者（センチメンタ

リスト）であるからダメなのだ。なぜなら、感情に基づく規範は不安定であり、状況に応じて変

わる規範など信頼に値しないからだ。それに対して、カントはそれを切り離し、定言的な命法を

示したから安定している。しかし本当にそうなのだろうか。朱子学や陽明学といった近世儒教に

おいて、礼の儒教から誠の儒教に代わっていった。 しかし、今や再び礼の儒教が登場している。

それは決してたまたまではなく、ある種の問いを有していたのだ。

ちなみに、 ヒュームは『人性論』で、次のように語っている。

理性は情念の規定である。利害にとらわれた感情の方向を変化させることでしか、情念はそ

うした感情を制御することはできない。 ところで、このような変化は、どれほどささいな反

省においても必ず生じるにちがいない。 （ヒューム『人性論』）

理性が、もろもろの情念の一般的で穏やかな規定にほかならないとは、きわめてラディカルな

考え方である。 ヒュームの議論は、単純に感情や情念を肯定しているわけではなく、感情の変化

という仕掛けの上で、倫理を導き出そうとしているのである。

そのヒュームの問いを現代的に引き受けたのがジル・ドウルーズである。

正義とは、利害的関心についての反省ではなく、利害的関心の反省であるということ、そし

て正義とは、情念が変様する精神のなかでの情念それ自体のねじれであるということ、これ

を理解しなければならない。反省とは、おのれ自身を抑圧する傾向の操作である。 （ジル・

ドウルーズ『経験論と主体性』）

正義は諸情念を迂回的に満足させるということ、ただそれだけのことである。正義は自然の

一原理ではない。正義は人為である。 しかし、人間は考案する種であるという意味で、人為

はやはり自然である。たとえば、占有の安定はひとつの自然法である。ベルクソン風に言う

なら、自然に属するのは、諸習慣ではなく、諸習慣を身につけるという習'|貫である。自然は、

文化という手段を介してはじめておのれの諸目的を達成するのであり、心的傾向は、制度を

経由してようやく満足させられるのである。 （同書）

ここでもやはり、単純に情念を肯定しているわけではなく、その変容においての肯定を主張し

ており、 ヒュームをその可能性において反復しているのだ。そして、わたしたちは清朝の戴震の
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議論をこのような文脈においても読むことができると思うのである。

おわりに

礼ははたして今日的可能性を有しているのだろうか。言い換えるなら、情に基づく規範性を今

日どう考えることができるかということである。一方で、規範性は情に左右されてはならない。

しかし、他方で、規範性が情をまったく欠いてしまうと、規範性としては弱いものになってしま

う。

そこに何か仕掛けが必要であるということを、 ヒュームや若きドウルーズは考えていた。では

礼にはどのような仕掛けがありうるのか。とりわけ、規範性が情に左右されてはまずいという批

判をどう考えるのか。

『論語』の中に、直躬の父が羊を盗んだという話がある。

葉公が孔子に語った。 「わたしのところに直躬という者がいる。その父が羊を盗み、子がそ

のことを証言した」 。孔子が言う。 「わたしのところの直なるものは、それとは異なる。父

は子のために隠し、子は父のたに隠す。直はそのなかにある」 。 （『論語』子路）

このような「父は子のために隠し、子は父のたに隠す」 という考えは、近代中国では完全に否

定されてきた。これこそが封建的な考えだからという理由である。 ところが近年、この議論がも

う一度見直され、肯定派・否定派が激論を交わしたものを、郭斉勇が編集している。

その対極にあるのが、 「人間愛からなら嘘をついてもよいという誤った権利に関して」 （一七

九七年）を書いたイマニュエル・カントである。それは、人殺しが友人を追いかけてきて、その

友人を匿った人が嘘をついてもよいかという状況でも、 「あらゆる陳述において誠実（正直）で

あるということは、神聖で、無条件的に命令する理性命令であって、この命令は、どのような都

合があろうとも、それによって制約されるものではない」 （『カント全集』第十六巻） というも

のだ。そのカントであれば、父子が互いのために隠すことなど許されるはずもない。

では、中国哲学の側からどう考えればよいのだろうか。ピュエットは次のように述べる。

おそらく孔子なら、困っている友人を助けるためにできることは一つしかないと思い出させ

てくれる。こまやかな感覚を働かせて、友人がなにに本当に困っているのかを理解すること

だ。すべての状況は一つひとつ異なり、刻一刻と変化している。 ［…］いったんわずらわし

い現実世界に出て、無数の役割と感情とシナリオをあやつってみると、どんな規範もなすべ

きことを正確に教えてはくれないことが理解できる。唯一の規範は仁だ。孔子にとって、仁

を修養し実践することが、倫理にかなった人になるただ一つの方法だ。 ［…］礼によって身

を修めるとは、いつ、どのように礼をつくり、つくり変えるかを習得することでもある。 （ピ

ュエット『ハーバードの人生が変わる東洋哲学』）

カントの議論をピュエットは全く無意味だと言う。では、すぐさま孔子の議論に就くことがで

きるのだろうか。私はこの点でやや悩ましく思う。 というのも、孔子の議論をそのままの形では
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受け入れるのは難しいし、反対に、カントの議論も同じく受け入れ難い。その問で、私たちは考

える必要があるのだろう。礼は変化しながら差異にかかわっていく。それは日常の微妙な差異に

敏感であるということだ。その限りで礼は弱い規範ではあるが、同時にが普遍性を失ってはなら

ないと思う。何らかの形で礼が普遍に向かって開かれていく仕掛けを作っておかないと、ご都合

主義的なものになりかねない。どこかで普遍性のチェックを入れこまないとけいないのだ。古代

の儒家の理論の中で、人が仁であるというメッセージは、普遍的なものだと思う。これに沿いな

がら、ピュエットとは違った仕方で、礼という弱い倫理を普遍に向かって深めていくことができ

たらと思う。
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Ⅱ夏季研究協議会報告

｢『荘子」道遙遊第一、斉物論第三」を読む

東京都立小山台高等学校定時制課程 並木信人

「荘子」は、古来、有名な道家の文献である。寓話が多く含まれているので、高等学校の漢文の教

材としても、しばしば使用されている。

しかし、その全体像を把握することは、かなり難しい。発表者も、全文を通読したのは、恥ずかし

ながら、今回が初めてである。そして、全体を通読すると、明らかに同一の筆者によって書かれたも

のではなく、かなり複雑な成立過程を経ているものであることが、実感できた。

1，テキスト

中国の古典を取り扱う場合には､テキストの問題が必ず重要になる｡以前にも書いたように､｢老子」

は、馬王堆帛書・郭店楚簡の発見により、成立時期を初め、今までの研究を一からやり直すはめに陥

ってしまった。

「荘子」については、そのような問題はない。唐の陸徳明の経典釈文叙録によると、七種類のテキ

ストがあったとされているが、現在、我々が見ることができるのは、西晋の郭象注の三十三編本だけ

である。そして、現在、手に入る注釈書は、すべて、宋の「続古逸叢書本南華真経」をテキストとし

て使用している。ただし、校注者によって、文字の異同がある。それでは、発表者が見ることができ

た、注釈書について、簡単に説明する。

○福永光司注（内篇のみ、講談社学術文庫、全体は朝日新聞社中国古典選）

今回のテキストとして指定したもの。以前より著名な、評価の高いものであるが、今回、通読して

みて、やや、漢文訓読として、こなれすぎの傾向があると感じられた。

○金谷治注（岩波文庫）

漢文の読みとして、ごく一般的なものである。高等学校の国語科教科書の読み方に近い。

○森三樹三郎注（中公クラッシクス）

非常にわかりやすく読んでいるが、福永注以上に、わかりやすく読んでしまっているようである。

また、原文が載っていないため、意味の把握が難しいところがある。

○池田知久注（講談社学術文庫）

非常に精細な注釈書である。下巻の腰巻きに、 「一生楽しめます！ 」とあるが、文字通り、全体を理

解するには、一生かかるのではないか。今回、見ることができなかったが、赤塚忠注の影響を濃く受

けているようである。

○市川安司・遠藤哲夫注（明治書院新釈漢文大系）

単行本でしか出版されていないが、他の文庫本では、原文に、返り点がついていないため、読みに

くいのに対して、原文に返り点を付け、その下に書き下し文を置き、その後に通釈・語釈・余説を置

き、読みやすい。 （この形式は、新釈漢文大系全体に共通｡）
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○その他に、前述の通り、赤塚忠注のものが出版されていたようであるが、発表者は未見である。

他の中国哲学の古典にも共通することであるが、漢文訓読の方法については、一つの正解があるわ

けではない｡高等学校の国語科の教科書においても､必ず全ての教科書が一致しているわけではない。

ただ､読み方の傾向として、大学の学派の違いがあるように思われる。明らかに､京都大学関係者と、

東京大学関係者では、読み方の傾向が異なる。

2、 「荘子」全体の構成

「荘子」全体は、郭象により、内篇七篇、外篇十五篇、雑篇十一篇に分けられている。通説として

は、内篇七篇が最も古く、外篇、雑篇は、後世のものが、荘子に仮託して書いたものであると言われ

ている。厳密に読めば、それぞれの篇の中にも、古いもの、新しいものが含まれているであろうが、

通読した印象によれば、その通りであろうと考えられる。 内篇の中でも、 「道遙遊第一」と「斉物論

第二」が最も古いと言われている。そのため、今回扱うのも、この二篇としたい。

3、 「道遙遊第一」

この篇は、まず、有名な、 「大鵬」の寓話から始まる。

「北の冥に魚あり。その名を鰻と為う。鯉の大いさ、其の幾千里なるを知らず。化して鳥と為ると

き、其の名を鵬と為う。鵬の背、其の幾千里なるを知らず｡」

諸注によれば、 「鯉」とは、魚の卵のことである。それを巨大な魚の名前としている。そして、それ

が「鵬」 という巨大な烏になり、北の海から南の海まで飛んでいくと書くどちらも、現実世界を離れ

ることなく、その中で、 自己の理想をどのように実現していくかということに関心が集中しているの

に対して、 「荘子」は、そのような現実にいつまでも拘っているのではなく、次元が違うものを提示す

ることによって、それを克服しようとしているのが見て取れる。

このような「大鵬」に対して、

「蝸と学鳩と之を笑いて曰わく、『我ら決い起ちて飛び､楡と防の低き木ぬれに槍むも、時としては

至らずして地に控さるるのみ。笑を以て九万里に之りて南することを爲さん｡』と｡」

次元の異なるものを理解できない小さなものを配置して､その綾小さを際立たせることによってい

る。これは、現実世界から離れることのできない、他の学派に対する皮肉であろう。

続いても同様の話が続いていくが、これについては、郭象が「荘子」を編集した時の錯簡であるの

ではないかという説もある。

次に、人間の世界に話しは移っていく。

「故に夫の知は－官に効あり、行いは一郷を比しませ、徳は一君に合い、而は一国に徴さるる者の

自ずから視ることまた此くの若し。」

と、一般的な政治エリートは､絶対者の立場から言えば､ ｢蝸と学鳩｣のように小さな者であると言い、

その上に「宋栄子（宋釿)」や「列子」を置き、そして、究極の絶対者として、 「至人｣、 「神人｣、 「聖

人」を位置づけるのである。ちなみに、外篇・雑篇とは異なり、内篇では、最後の三者に優劣は付け

ていないようである。

以上のように、常識を超越した絶対者を提示した上で、 「荘子」は、具体的な説話を用いて、話を展
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開していく。これは、 「荘子三十三編」を通じて、よく用いられている形式である。

まず、最初は有名な「堯」と「許由」の対話である。

「堯､天下を許由に譲りて曰わく、『日や月の出るきに煽の火を息さざれぱ、その光くこと亦に難な

らずや｡時雨の降れるに猶お浸灌げば6その沢すこと亦に､労ならずやc』｣と五帝の四番目である｢堯」

は、 「許由」に天子の位を譲ることを持ちかけるが、 「許由」は、

「子、天下を治めて天下既に治まれり。 しかるを我なお子に代らば、吾れ将に名を為んとするか、

名は実の賓なり。吾れ将に賓とならんとするか｡」

と、あっさり天子の位を断るのである。 「堯」は、儒家の尊崇するいわゆる「聖人」の一人であり、位

の譲り方にしても、儒家の最も評価する「禅譲」であるにもかかわらず、あっさり断る「許由」の姿

は、儒家に対する皮肉でもあり、また、現実世界における政治権力よりも、精神世界における自由を

尊ぶ道家の姿をはっきりと示している

続いて、 「鏡姑射の神人」をめぐっての「肩吾｣、 「連叔」の対話である。ここでも、儒家の尊崇する

聖人である「堯」 ・ 「舜」を遙かに超える「神人」の姿が提示される。

このように、 「荘子」の中では､儒家を意識した記述が至るところに見受けられる。内篇は、 「荘子」

の中でも、早い時点で成立しているものではないかと言われている部分であるが、明らかに、儒家が

ある程度、影響力を伸ばしていた状況下で記述されていることは事実であろう。司馬遷の「史記」の

列伝に、孔子が老子に礼について教えを受けたという記述があるが、この話のような道家が儒家に優

越するという主張がそれにつながっていったのであろう。

最後に荘子と恵子の対話が登場する。恵子は実在の人物であり、姓は恵、名は施、紀元前370頃

から、紀元前310頃の宋の人物であり、戦国時代初期に魏の恵王の宰相となったと言われている。

諸子百家の中では、 「名家」に属し、論理学に通じていたという人物である。荘子も、 「史記列伝」に

よれば、宋の人物であり、姓は荘、名は周である。この、荘子と恵子の交友は事実であろうという説

が有力である。

恵子は、荘子の言葉の非現実性を批判しているが、それに対して、荘子は、現実にこだわる余り、

狭い視点しか持っていないと恵子を批判し、よりスケールの大きな視点を持つべきであることを主張

している。

4、斉物論第二

斉物論とは、物が斉しい論とのことで、物事の区別は人間が立てた相対的な物でしかないのであっ

て、絶対的な区別など存在せず、本質は全て同一であるという論である。

この篇は、まず南郭子基と顔成子瀞との対話から始まる。南郭子棊は、荘子の中に何度か姿を現す

人物であり、荘子が創作した架空の人物であろうが、楚の隠者とされている。顔成子瀞はその弟子で

あり、やはり架空の人物である。

南郭子棊が窓辺で肘掛けにもたれてぽうっとしている姿をみて、弟子の顔成子瀞が質問する。それ

に対して、南郭子棊が「人籟・地頼」について説明する。 「人穎」とは、人間が演奏する笛の音であり、

「地籟」 とは、風が演奏する自然の音である。

「子瀧曰わく、『地籟は則ち衆の窪のひびきに是か已らず､人籟は則ち比竹のしらべに是か已らざるな

り｡』」
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そして、その上で「天籟」という言葉が持ち出される。と言って、 「天縮」とは、 「地籟」や「人籟」

とは異なる「縮」が存在するのではないのである。

「子棊曰わく､『夫れ吹たつるものは万ざまにして同じからざれども､其れをしてみな己れに自わしむ。

威く其の自ずから取るなり。怒たてしむるものは、其れ誰ぞや｡』と｡」

ここでは、自己自身の原理からなる「万籟」をそのまま「万籟」として聞くのが「天籟」 なのであ

る。言い換えると、原因があって結果があるという考え方をレベルの低いものであると考えて、そう

ではなく、ものごとは「自然（自ずから然り)」に存在するのであり、其れをそのまま受け取るべきな

のであるという考え方であろう。

次に、荘子は、人間の心の問題に注目する。

「大いなる知は閑閑たり。小さき知は間間たり。大いなる言は炎炎たり。小さき言は倉唐たり｡」

優れた知恵は、静かに落ち着いていてゆとりがあるが、つまらない知恵はあれこれと穿鑿する。優

れた言葉は、あっさりとしていてこだわりがないが、つまらない言葉は、 口やかましい。その結果と

して行き着くのは、

「小さき恐れは喘喘たり。大いなる恐れは續綬たり｡」

いくらか恐れる時は、びくびくとして、大変恐れる時は、呆然として生きている心地もしないという

状態である。

そもそも、人の感情というのは、

「喜びまた怒り、哀しみまた楽しみ、慮れまた嘆き、変りぎなるかなとみれば慾にとらわれ、桃くる

かとみれば供にふるまい、啓なるものあり、態ぶるものあり、楽の虚より出で、蒸せたる気の菌と成

るがごとし｡」

と、 さまざまに混乱した状態にあるものであるが、その原因がなぜなのか、分からない。

「日も夜も前に相れ代わりて其の萌すところを知る莫し｡」

しかし、このような状態こそが、人間の心の「万籟」なのであるから、何がそのような感情を人間

の心の中で動かしているのかが分からなくても、それをそのまま受け止めていかなければならない。

「一たび其の成れいでし形を受くれば、亡わずして以て尽るを待たん｡」

人間として、この世に生まれたならば、それを失ったり損なったりすることなく、命果つる日を待

たなければならない、 と人間の限りなき狂乱と惑溺の姿こそが人間なのであると諦観をもって受け止

めなければならないと、荘子は考えるのである。

次に、荘子は、 「言（認識)」 と「道（実在)」 との関係について論ずる°なぜ、本来唯一のものであ

る「道」について、様々な「言」が生まれ、対立して論争が起きるのであるか。

「道は小れる成に隠り、言は栄やかに華るに隠る。故に儒墨の是非あり｡」

それは、人間の価値的偏見によって生ずるのである。

それでは、それを克服するにはどうしたらよいのであろう力も

「則ち明かなることわりを以るに若くは莫し｡」

一切の人間的相対性を超えた天然自然の絶対的真理に立脚するしかないのである。そもそも、物の

区別というものは、相対的な物である。

「物は彼に非らざるは無く、物は是れに非らざるはなし｡」

そこで、聖人はそれを一体のものとして考えるのである。
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「是を以て聖人は、由らずしれ之を天に照らす。亦是に因るなり。是れもまた彼なり、彼もまた是れ

なり。」

そして、

「彼と是れとその偶を得ること莫き、之を道の枢と謂う°」

これこそが、 「万物斉同」 という実在の真相なのである。

そして、荘子は有名な「名家」の「白馬は馬に非ず」 という議論を取り上げる。

これは、 「馬」 という概念の中には、黒馬も黄馬も白馬も含まれるのであるから、 「白馬」 という概

念と 「馬」 という概念は異なる、 という論である。

しかし、 「万物斉同」 という立場に立てば、 「馬」は「馬」であるとともに「馬」ではないのである

から、 「万物」も「一馬」なのである。このように、人間の判断は、全て相対的なものであるから、

「物は固より然らざるは無し。物として可ならざるは無し｡」

と、一切が肯定されるのである。

そして、その具体的な実例として、有名な「朝三暮四」の故事成語を提示するのである。

「ある狙公のさるに、芋を賦ちあたえて、朝は三つにし、莫には四つにせんと曰わいしに、衆の狙は

皆怒れり。然らば則ち朝は四つにして莫には三つにせんと曰わいしに、衆の狙は皆悦くりとぞ｡」

これは、言葉の表現の上だけでのごまかしであって、内容は変わらないということであるが、世の

中で、言葉をきわめて論争している学者たちも、 「万物斉同」の立場から見れば、この故事成語の中の

「さる」 と変わらないと言っているのである。

「是の以に聖人は、之を和うるに是非を以てして、天ら鉤しきところに休う。是れを之れ両つながら

行わると謂うなり｡」

とあるように、 「道」とは、自らに斉しき絶対の一であり、あらゆる矛盾と対立を同時に成立せしめる

揮沌なのである。

この「潭沌」の説話は,有名なものであるので、今回の範囲からはずれるが、引用する。

「南海の帝を億と為び、北海の帝を忽と為び、中央の帝を潭沌と為ぷ。傭と忽と、ある時、相与に潭

沌の地に遇りあえり。揮沌の之を待すこと甚だ善し。億と忽と、揮沌の徳みに報いんことを謀りて日

わく、『人は皆七つの巌有りて、以て視、聴き、食い、息するに、此れ独り有ること無し。嘗試みに之

を鑿たん｡』と。 日ごとに一つの厳を鑿ちしが、七日にして潭沌死せり｡」 （応帝王篇第七） これなど

は、本来、絶対の存在である「潭沌」に対して、人為的な操作を加えることによって、その本質を台

無しにしてしまうことに対する批判の説話であろう。

その次に記述されているのは、実在を表現するものとしての言語の限界についての論であるが、非

常に難解である。結局、荘子が言いたいのは、 「名家」のように、言語による「概念」をあやつって、

論を繰り広げても、 「道」に対しては､有名無実であるということではないだろうか｡そして、 「秋豪」

と 「大山｣、 「膓子」 と 「彰祖」を対比させて、どちらも「万物斉同」の立場から見れば同じであると

結論している。そして、人間は、 「八徳」によって、それを区分しているが、聖人は、 「六合の内なる

こと」を「論う」ことはしないのである。真の実在は、言語による概念規定を超えたものであって、

無理に言語で規定しようとすると、真理から遠ざかっていくばかりなのである。このように、真の実

在についてわきまえた人間こそが「天府」なのであり、その状態が「葆光」なのである。

最後に、 「堯」 と 「舜」 との対話を置き、聖人の在り方に具体性を与えている。
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そのあと、四つの説話が提示される。

第一の説話では、 「王俔」と「醤欠」という二人の対話を通して、人間の偏見と独善を批判し、絶対

者の超越と自由を明らかにしている。

第二の説話では、 「濯鵲子」と「長梧子」の対話で、 「万物斉同」の世界では、あらゆるた対立が相

対化されていることを示す。

第三の説話では、 「岡両」と「影」の問答から、因果論的な考え方を否定する。

第四の説話が、有名な「胡蝶」の説話である。

「昔は荘周、夢に胡蝶と為れり。栩栩然とまいて胡蝶なり。自ずから瞼しみて志に適えるかな。周た

るを知らざるなり。俄然にして覚むれば、蓮蓮然く周なり。周の夢に胡蝶と為れるか、胡蝶の夢に周

と為れるかを知らず。周と胡蝶とは則ち必ず分め有り。此を之物化と謂うo」

つまり、荘子にとっては、夢もまた現実であり、現実もまた夢なのである。そのような潭沌の中で道

遙することが、理想の生き方なのである。
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Ⅲ第二回研究例会【公開授業】

｢ヘーゲル人倫の思想」授業実践報告

東京都立桜修館中等教育学校 久世哲也

1．はじめに

今回、このような公開授業及び研究の機会をお与えくださった東京都高等学校公民科「倫瑚・ ｢現

代社会」研究会に所属されている先生方をはじめ、お力添え下さった全ての方々に対し、心から感謝

申し上げますb有難うございました。まだまだ拙↓授業ではありますが、本授業が研究会の今後の研

究活動の一助になれば幸いです6

2．単元（題材）名

（3）現代と倫理ア現代に生きる人間の倫理

『倫理（東京書籍)』第4章第3節第1項 「ヘーケルの人倫の思想」

3．授業のねらい‐ねらいを実現するための工夫

①ヘーゲルの歴史観を理解させるとともに、弁証法的な方法を用いて、多面的・多角的に考察する

力を培わせる。

二ルール・校則・法律として具体化されている正しさが、多様な価値観をもつ人々の利害を調整

し続けてきた結果のものなのだと理解させることを目指した。そのために、弁証法で正と反が

合として統合される図式になぞらえて、校則の条文の表現（合）の背景にあるもの（正・反）

を生徒に考えせた。併せてヘーゲルの進歩史観的な側面を、授業では「前向きさ」 と表現し、

前向きな展望をもって主体的に社会に参加することを促した。

②ヘーゲルにおける人倫の思想を、個人と法との関係を主な視点として考えさせ、民主社会の倫理

的な見方や考え方を身に付けさせる。

＝〉個々人のものの見方や考え方・価値観を尊重するということを前提に、自らが社会を形成する

主体であること、民主社会の発展のために何をすればよいかを考えさせた。そのために、校則

をどう改善させられるかという事例で、弁証法に基づいて人倫が築かれていく過程を生徒に追

体験させられるよう試みた。人倫の説明の際には、法はみんなが従うもので、道徳は一人ひと

り違うものだということを強調することで、道徳をもった個人の中で、法が相洲こされていく

ことの意義を考えさせた。
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4．授業の展開

（2）本時の展開

評価規準

(評価方濁
指導上の留意点学習内容・学習活動時間

○カントが内面的な自由・自律の尭見を説ﾙ､てい

たのに対して､ヘーゲル13現実M会での自由・

自徴〕葵見を説いていること詔銅計する。

○ヘーケルの歴史観の理解

が本時のポイントである

と把握し､学習の見通しを

もつ。

勵
硝

机間巡視O椥翻旨禦こより、｣l釧沸意味’理解が十分でな

い生徒に対し､価ﾘに劉魯陳を封胃するよう指

導する。

○「弁証法」 「絶対精神」と

いう言葉の意味を理解す

る。

○問3の合には｢ペットを芝生に入れることはで

きる」しかしにペットを芝生に入れられたくな

しリという対立する考えが存在していることを

説明する。

○問3の合に対しても問4の反が生じることか

ら､状況β竣化に応じて､そり堵1度､多様な価

値観をもつ人々岬|唐を司罐しなけｵLI我食らな

いことを鋤累させるとともに主鰄勺に法やル

ールを策定する蒜畿を育むも

○ワークシート、Ⅱの問1問

2問3に取り組む。

○ワークシート、Ⅱの問1問

2問3の角轄を全体に発表

する。
ワークシートIの

嗣溌鴬『蕊
で5時以降も残ら
ざるを得ない生徒
の立場、6時を活動
終了時刻と捉え活
動後も遅くまで残
ろうとする生徒の
立場､両方を慮って
いる。
B:致し方ない理由
で5時以降も残ら
ざるを得ない生徒
の立場、6時を活動
終了時刻と捉え活
動後も遅くまで残
ろうとする生徒の
立場､一方を慮って
いる。
C:上記A、Bいずれ
にもあてはまらな
い。

○ワークシート、Ⅱの問4問

5に取り組む。

○ワークシート、Ⅱの問5の

解答について、他の生徒と

意見交換し、その内容を全

体に発表する。

○ワークシート、Ⅱの問7に

取り組む。

○ワークシート、Ⅱの問7の

解答について、他の生徒と

意見交換し、その内容を全

体に発表する。

蜥
如
分

○ヘーゲルの人倫の思想の

一端を理解する。 ○樹みんなが従うもので、道慰ま=人ひとり違

うものだということ認琵周することで､道徳を

もった値仏の中てミ法力斗散批さｵじていくこと

の意義を考えさせる。

○ワークシートのⅢに取り

組む。

○ヘーゲノレとは異なる歴史観を理解することで、

より囚*融勃国ら社会のあり方を考えさ世健
全鮒鯏力を養う。
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5．授業で配布したプリント

1．弁証法的な方法を用いて、事象を「理性的に進行」させよう！
〆 ~、

③合
、 ノ

止揚 否定しつつ保存する

、〆 、 〆

①正 ②反両立しない

ノ、 ノ 、

例

①正：牛丼

②反：カレー

③合：カレー牛

師
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販
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ある

ない
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大人
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この芝生の上でペットを連れて歩いてはいけません。
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問4

①正：この芝生の上でペットを連れて歩いてはいけません。

②反：野良犬を連れてきて、この芝生に放してはいけません。

③合： （ ）

問5

①正：桜修館生の放課後の活動は午後5時までとする。

②反： （

（

（

（

③合：生徒手帳16Pの2 (2)

＝倣課後の活動は午後5時までに下校できるように終了すること。

6時までとする。ただし6時とは校門を出るH該Iである。

）

ｊ
ｊ
ｊ

やむを得ず延長する場合は

問6

問5の（ ）に書いた角轄を隣の生徒と確認しあい、そのうえで、

自分だけが書いていた脚轌には、赤丸をつけ、

相手だけが書いていた角轌は下に書きましょう。

問7

①正：生徒手帳16Pの2 (2)

＝倣課後の活動は午後5時までに下校できるように終了すること。やむを得ず延長する場合は

6時までとする。ただし6時とは校門を出るH該ﾘである。

②反： （ ）

③合： （ ）

※現在の校貝llで、不自由を感じている人はいない力も

どうすればより多くの人が自由を享受できるようになるのだろうか。
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Ⅱ，ヘーゲルが求めた個人と社会全体の自由の実現を考えよう ！

学校における

具体的な倫理

③合

する

①正 ②反

※主観的：一人一人の個人的なものだか

ら

※客観的：皆が従うものだから

①正 ②反

今主観と客観の統一を目指す、この原動力が（
●
■
■
０
●

自由を広げたいその気持ちを、現実に実現させよう。

）なものであり、現実的なものは（ ） （『法の

心にとどめておくだけでは×、

「理性的なものは（

哲判)」なのだから。

－39－



Ⅲ． 「あれも、これも」か、 「あれか、これか」か、考えよう ！

司
り
‐
’
一
●
●
●
●

問
正
反
美容師は男女にカットのみのサービスを提供することができる。

（

旧厚生省通知「

）
〈
ロ 」

問2

正：旧厚生省通知「

反： （

合：美容師は男女にカットのみのサービスを提供することができる。

I

）

6．成果と課題

成果と課題を下記の通り、挙げさせて頂きますb特に課題については、本公開授業を参観して下さ

った先生方からのご意見を踏まえて、挙げさせて頂きました。

①アンチテーゼが弱すぎて、弁証法のダイナミックさが生徒に伝わっていない。

弁証法の図式に即して、校則を考えるワークに取り組ませるのであれば､校則がない状態等をア

ンチテーゼとして想定しなければ、歴史を考察するまでには弁証法の理解が至らない。現在の授

業では、弁証法が、所与のものを受け入れ妥結を導く形式論理的なものになっており、目標であ

った多面的・多角的な考察を促すものにはなっていない。実際に、意欲的に取り組んでいた生徒

たちの、ワークシートヘの角轄はすべて同じ内容になっており、正解ありきになってしまってい

た。今後はどうしてアンチテーゼが生じるのかを突き詰め、校則という制度自体をやめてしまう

とどうなるかなどもっといろんな結論が生徒から発せられるようにさせたし舟

②内容を盛り込みすぎて、あれもこれも、になりすぎていた。

一定程度生徒の能動的な参加は促せたかもしれないが、授業後の生徒の反応が、楽しかった、面

白かったというものが中心であったことから、深い学びにはつながっていないように感じた。あ

れもこれもと、沢山の内容を盛り込んだせいで、一つの内容あたりの理解が深まっていかなかっ

たのではと考える。もっとねらいを明確にし、個人と法の関係や人倫の思想の鋤阜を促すことを

ねらいの中心に絞って、授業を再構成していきたい。
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第二回研究例会【講演】

ヘーゲルと西洋近代

長谷川宏

1．講演の概要説明

ヘーゲルは西洋近代を代表する哲学者の一人です。産業革命と市民革命が経済面および

政治面において近代世界を大きく前進させるその渦中にあって、人間と社会と歴史の現に

あるすがた、あるくきすがたを体系的にとらえようとするのがヘーゲルの哲学的課題でし

た。

ヘーゲルの思想の特徴として「人間主義」 「個人主義」 「現実主義」 「理性主義」 「進歩主

義」の五つを挙げることができるが、 この五つはいずれも上昇期の西洋近代と深くかかわ

るものです。今日は、ヘーゲル思想を問うことが西洋近代を問うことに重なるような視点

から話を進めたく思います。

2．はじめに～私塾での取り組みについて～

私の塾の運営はいまは息子の方が授業も行事も中心になっていますが、わたし自身も子

どもたちと付き合うことを続けています。私塾は小中学生を主な対象としつつも、多様な

人に開かれた環境で、様々な催しを行っています。例えば、 20代の子育て世代も参加する

合宿などを行っています。そもそもこの私塾は1970年に始まり、2016年で開塾46年を迎

えました。開塾当時小学生だった塾生には孫がいるほどになった一方で、教員の異動がほ

とんどない私塾なので、変わらない環境で地域に残り続けています。このような形で塾生、

子どもたちとの関係が続くことを本当に楽しいと思っています。

今回は自分の知らない高校生たちが、学校でどんなふうに授業を受けているか、見てみ

たいとも思い研究授業から参観しました。今日の参観を踏まえて、進学校の子どもと比べ

ると、私の塾にくる子どもたちは質の違う事情や困難を抱えている子が多いかもしれない

と感じました。私の塾には事情があって高校を辞めるかどうかの相談に来る子がいる。そ

んな子どもと信頼関係を築き、高校を続けるように説得するのはなかなかに難しい。最近

は事情のある子どもに対して地域が冷たくなっているし、またその子の家庭がめざましく

崩壊しているケースもある。だからその子ども自身を一方的に責めることはできない。そ

んな様々な事情を抱えた子どもと接していると、 自分が生きていくのにも、緊張感を持た

なければならないと感じる一方で、面白さも感じています。

ヘーゲルの思想を実生活に結び付けることについては、子供たちと一緒に暮らす中で少

しずつ弁証法などを活かせるかなという形でつながりを見出してきました。例えば塾の催
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しである合宿の最中に、規則がない中で就寝時間をどう設定するか議論して決める場面な

どがそうです。合宿において教師が自分の意見で子どもたちを支配しようとせず、教師の

鎧を脱ぎ、生徒と同じ立場で作業を負担するようにしています。毎晩の全体討論も中学生

以上の全員が出席するような形にし、中学生高校生からも意見を聞くようにしているし、

決めたことは変えないようにしています。このようなやり方はヨーロッパ的な近代性を意

識している部分もあるといえるでしょう。

3．ヘーゲルがとらえた、個と共同体の関係にみる、古代ギリシヤと近代の違い

ベーコンに代表されるイギリス経験論と、デカルトに代表される大陸合理論の2つの潮

流を基本とするのが近代で、それ以前を中世とするのが、まあ日本での一般的な見方です

が、 ヨーロッパでは必ずしもそうはなっていない。特にヘーゲルは古代ギリシヤのころか

ら近代的要素は濃厚にあったと考えています。だからヘーゲルは、中世を、古代を否定し

た封建的なものだと一概にはとらえてはいない。そもそもヘーゲルは古代ギリシヤを理想

的な社会とみており、フランス革命以降築かれる新しい社会は、ギリシヤ的な共同体の再

現で、個人が個人として生きながら共同体に受け入れられる社会になりうると考えていた。

ただしヘーゲルは歴史がそのまま過去に還っていくことは不可能だとも考えていましたか

ら、古代ギリシャを未来にも求められる理想社会とまでは考えなかったけれども、古代ギ

リシャを理想的なものととらえる感性は消えずに残っています。

その古代ギリシヤとは、ポリス共同体と一体化した個が活躍できる社会でした。共同体

の多くの人々がよしとするものを、各個人もよしとし、多くの人々以上にそのよさを実現

できる個人が徳のある個とされました。ただしこの古代ギリシヤ的な徳は、近代社会でい

われる徳とは異なっています。古代ギリシャの徳のある個は、カント的な自律した個では

ない。古代ギリシャの徳のある個は共同体と融和できる個であり、一方、カント的な自律

した個は共同体と融和できない個です。古代ギリシヤの徳のある個の中で特に傑出したも

のは英雄とされるが、 この英雄は共同体精神を体現した存在です。 トロイア戦争で活躍し

た人々など神話上の人物が具体的な英雄であるが、彼らは都市国家の形成に尽力し、共同

体の人々から尊敬された人物でした。

4．古代ギリシャ的な、個と共同体の関係の崩壊・分裂

個と共同体の融和を可能とする古代ギリシャ的な共同体はなぜか崩壊していく。それが

典型的に現れたのが、英雄の一人であるソクラテスが裁かれた裁判です。彼は哲学者とし

て様々な機会をとらえて人々に議論をふっかけ、またソフィストに対して批判的でした。

そのため、ポリスの神を信じず、青年に危険思想を吹き込んだとして、裁判にかけられま

した。 ソクラテスは裁判にかけられながらも、謝罪をせず自身の正しさを貫き、また死を

恐れない姿勢をみせました。それにより、死刑が確定してしまう。他国に亡命するチャン

スもありながら、そのチャンスを生かさず毒ニンジンを平然とかじり、弟子が悲しむ中で
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死んでいきます。 ソクラテスを死に追いやった裁判は、一般的には古代ギリシヤがデマゴ

ーグに引き回されるような衆愚政治に陥った事例だととらえられるが、ヘーゲルは、 ソク

ラテスが国の秩序とは異なる個人の信念を持っていた点に注目し、 これは共同体の崩壊を

象徴する出来事だととらえました。それまで人々は共同体と自分の意見が一致するところ

に幸福を感じ、生きる充実感を感じていたが、そのような感じ方が成り立つのは共同体全

体に共通する思想があることを前提としている。この共同体全体に共通する思想が失われ

つつあるという点が、 ソクラテスの裁判で最も大切なところだとヘーゲルは考える。つま

りソクラテスを近代的な自我をもつ個人のはしりとみるわけです。共同体の価値観で人々

が生きている時代に、個人の信念を貫いて、あえてその価値観の是非を問うという姿勢を

ソクラテスはもったのです。このような個と共同体の分裂が、古代ローマの時代にはさら

に顕在化します。具体的には、個はストア主義、エピクロス主義、懐疑主義のようなアト

ム的な方向に、共同体は法の支配や専制皇帝の圧倒的権力が発揮される方向に、大きく分

かれていくことになる。前者のストア主義、エピクロス主義、懐疑主義は共通して個人主

義的に心の平静を重視するが、後者は共同体の秩序を強調し、一人一人の個人の自由を上

からの力で抑えつけようとする傾向をもっています。

5．近代的な、個と共同体をつなぐ力～自我の厄介さと理性への信頼～

近代の基本的なあり方は、一般的には、神の支配から人間主義へというところに見出す

ことができます。 日本に比べ西洋は、中世の頃は神の存在が人々の信念や生活に大きな影

響を及ぼしていました。そんな西洋では、デカルトの「われ思うゆえにわれあり」 という

ことばに象徴されるような、神ではなく自分の思考を立脚点にする姿勢が打ち出されるの

はまことに大きな出来事でした。 しかしこのような姿勢は社会にとって、厄介なものとも

いえます。各人がそれぞれに自分の思考に立脚するとなると、全体のまとまりがつきにく

くなるからです。今も自我の厄介さは解消されたとはいえません。近代的な自由の自覚が

そういう厄介さを生み出したわけですが、 といって自由をなくした精神的な隷属状態に戻

るというのは今更現実的ではない。

個が自由になったということは、反面、個が他人から切り離されて孤独感と不安感に苦

しめられるということでもあります。かくて、個が孤独と不安を抱えることになった近代

は、二つの課題を抱えることにもなりました。一つは個としてどう豊かに生きるか、もう

一つは個を尊重しつつどう共同性を創り出すかという課題です。ヘーゲルは個と共同体を

つなぐ力は理性ないし思考だと考えました。現代からするとこれは楽天的なとらえ方とみ

られもしますが、 しかし近代が花開いていく中で、未来に対しては暗さよりも明るさが強

調され、産業革命や市民革命を経て人々が豊かになる中で、晴れやかな理性への信頼が強

まっていったのも事実です。 20世紀においては人間の理性が二つの残虐な大戦を招いたと

いう面を否定できず、手放しで理性を評価はできなくなったが、ヘーゲルは理性に大いな

る信頼を置ける時代に生きていたのです。
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6．ヘーゲルがとらえた、時代を前に進めた出来事

ヘーゲルは主には三つの出来事が近代をつくり、時代を前に進めたととらえました。

一つは宗教改革です。宗教改革を通じて人びとは教会の権威から離れ、信仰などの内面的

なものを重視するようになり、人間の力に対する信頼が芽生えました。二つ目は啓蒙思想

です。私はヘーゲルも啓蒙思想家に含めてよいと考えていますが、啓蒙思想は、まさに理

性への信頼を軸とする思想です。三つめがフランス革命です。 これは人間が自身の力で、

現実の世界を理想に向かって前進させられると実感した事件だとヘーゲルは考えます。

ヘーゲルは時代を前に進めた三つの出来事の中に、ルネサンスと産業革命は明確には入

れていません。 この理由がそれぞれ面白いので紹介すると、まずルネサンスについて、ヘ

ーゲルのころにはまだルネサンスという言葉自体がなく、それが新しい社会を創り出した

という歴史観はなかった。いわゆるルネサンス観が知識層に定着していなかったのです。

一方、産業革命については、言葉自体はあったのかもしれないが、それがきちんと定着し

てはいなかったようです。また、産業革命を経た資本主義経済の下で典型的にあらわれる

利潤追求への邇進が、キリスト教的な精神主義の下では倫理的にプラスに考えられない側

面があったことも理由の一つです。ただヘーゲルは、産業革命のような産業の転換には大

いに興味があり、経済活動を精神性の低いものだと見下すのは時代遅れであると見ていま

した。ヘーケルは時代の流れに乗りつつも、時代の批判の対象になっているものにもきち

んと目を向ける現実主義者でした。

7．ヘーゲルの法哲学

近代社会の進展を構図としてまとめているのが、ヘーゲルの法哲学です。 これは、抽象

法と道徳、そしてこれらをアウフヘーベンしたものとしての共同体の倫理（倫理の教科書

等では人倫と表現されるもの)、 というⅢ段階で構成されます。抽象法の前提は、古代ロー

マのアトム的な個のとらえ方にみることができます。近代法でも個人をアトム的なバラバ

ラの個とみて、その一人一人の個に権利を与えていく。まず個がはじめにあるとするので

す。ただ個を単純な単位として、上から全体に網をかけていくのはあまりに法として抽象

的です。一人一人の個は複雑な存在で人によって異なる内面的なものを抱えているのです

から。そのため道徳という項目が内面的なものとして立てられる。そして単位としての個

であり内面的でもある個人が集まった共同体で、法が集団的なまとまりを獲得していく。

そんな共同体の形として、ヘーゲルは、家族、市民社会、国家の三つを挙げ、国家を絶対

的なものとしました。 ここからヘーゲルを国家主義者ととらえることもできるが、私には

そうは思えない。ただ国家を割合高いところにおいていることについては、EUのような国

家を超えようとする共同体や、二重国籍などの国家を超える個人の存在を前提にすると、

様々な意見がありうるし面白い論点をもちうるととらえることもできます。家族・市民社

会・国家の関係については、時間が限られている中では語りきれないので、よかったらヘ

ーゲルの『法哲学講義』に直接当たってみてください。
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8．参加者からの質問を受けての回答

(1)ヘーケルの思想の特徴に「個人主義」が挙げられる理由（参加者からの質問を受けて）

【質問】

本講演の概要説明の中で、ヘーケルの思想の特徴として「個人主義」 というものを挙げ

られているが、一方で私はヘーゲルの思想は共同体主義的だといえるのではないかと考え

ている。法哲学の中の家族は、子どもと親が結びついている側面が強く、また子どもは夫

婦・男女を前提にしており、個人は弱いのではないか。それでもヘーゲルは個人主義を前

提にしているといっていいのか説明してほしい。

【回答】

ヘーゲルは、法哲学講義の中でも、 ソクラテスを典型として、個が個として自分を主張

して生きていくのは､歴史の中に揺るぎない思想としてあると考えています｡ヘーゲルは、

近代社会を、個人が原点にない限り成り立たない社会ととらえています。古代ギリシヤは

理想的にも見えるが、個人と共同体が一体化していることで、そこに亀裂が生じたとき崩

壊した。そして以後、古代ローマにはじまり、近代に至るまで、個人の存在を前提とする

ことは自明のことになった。抑え込もうとしてもしきれないのが個人です。確かに家族の

中の子どもは個人としては半人前で、親の養育と保護を必要とするので、原理的には個人

としては成り立ってはいない。 しかし成人して独立したときには、個としてあることが主

観的にも客観的にも認められる存在です。

(2)ヘーゲルの権利・社会契約説のとらえ方（参加者からの質問を受けて）

【質問】

ヘーゲルの思想には自由や権利といった表現が見受けられない。ヘーゲルは権利をどうと

らえていたか、社会契約説をどのようにとらえていたのか。

【回答】

自由と権利はヘーゲル哲学の核となる概念で､よく出てきます｡たとえば､『法哲学講義』

の最初にくる抽象法は、権利の羅列といってよい。正しさとも権利とも訳されるドイツ語

のRechtは、各個人がもつ権利を、他の人々が認めてくれているところになりたちます。

万人平等という原則のもとで、権利として認められるものを規定しているのが抽象法です。

ヨーロッパの法の常識からも、抽象法は個人の権利を文書化したものといってよい。一方、

道徳はそれを内面的にどう肉付けしていくかというものです。

社会契約説についていえば、ヘーゲルは国家と個人の契約という考えはとらなかった。

国家は、契約ではなく、 もっと共同体で培われたもの、そこで育った人間の慣習などの集

大成としてあり方が決まるものととらえていて、その点ではルソーとは大いにちがいます。
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(3)ヘーゲルを通して考える現代の社会（参加者からの質問を受けて）

【質問】

現代の社会では、グローバリズムの流れがある一方で、ナショナリズムが盛り上がって

いる国もある。このような現代を、ヘーゲルを通してどう見るべきか。ヘーケル的な見方

で何かヒントはないか。

【回答】

国家を考えるとき、グローバリゼーションはヘーゲルにない新しいテーマだと思います。

ヘーゲルは、個人の存在の仕方を国家に集約されるものと考えるのですが、国家はそんな

総合的なものなのか。むしろ、国家はもっと出たり入ったりできるもので、硬質のがっち

りした構造ではないのではないか。わたしは国家を外れたところにある生き方が追求され

ないかと考えています。現代のあり方からすると、国家よりもさらに大きなものが基準に

なるグローバル社会では、すべてが国家の絶対的な支配下にはないのは確かです。そうし

た状況への反動として国家の支配を強めようとするとき、戦争をしようとする動きも出て

くる。これに対して、地域社会のようなものが、力をつけて、異議申し立てをし、違う生

き方を模索できるのではないかという気がしている。グローバリゼーションへといく流れ

とは別に、個々の人間の生き方が国家の権力的な動きとははっきり違うものを提示できる

場面があるのではないかとわたしは思っています。

(4)日本には哲学はないのか。政治とどう関わるか。 （参加者からの質問を受けて）

【質問】

国家とは大きな共同体と考えられるが、その裏にある政治の力、政策を決めていく哲学

的な裏付けが日本には欠けているように思える。公共という新しい科目がつくられるにあ

たり、 7つの社会的大罪の関わりで公共という概念が提示されたことがあるが、昨今はそ

ういったものが練られていない。このあたりを先生はどのようにお考えか。

【回答】

難しい問題ですね。私自身はいまの政治には正直くさくさしている。 しかし政治はひど

い状態にあるとはいっても、 自分がそこに深入りして何かをしたいとは思わない。手以降

の姿勢はもち続けたいし、地域で小規模な意見交換の場を設けたりはするが、そこにそれ

ほど充実したものを見出してはいません。

(5)個としての子どもたちと、共同体としての学校の関係（参加者からの質問を受けて）

【質問】

ヘーゲルのとらえた近代の二つの課題に対応して質問するが、学校とは異なる共同体で

勉強しようとする生徒をどう指導するか。

【回答】

具体的に問題の生徒を前にしないとなんとも言えないが、学校に行かなくてもいいかと
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判断する方が私は多いと思います。行きたくないという言い分にもそれなりの根拠はあり、

行かないで学び、生きていく道は追求する価値があると思います。

(記録・文責和田倫明）
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Ⅳ冬季研究協議会報告

ハンナ・アーレント『人間の条件」を読む

千葉県立東葛飾中学校・高等学校内久根直樹

1．はじめに

2014年に公開された映画「ハンナ・アーレント」は人文学界隈で評判となった'。改めて注目を集

めたその人、ハンナ・アーレント （以下アーレント） とはどのような人物だろう力も彼女の本を読む

ことにどういう意義があるのだろうか。そして明日の授業にどう生かすことができるのだろうか。こ

うした視点から今回の読書会ではアーレントの著作の中で人気のある『人間の条件』2を読み進めてい

った。読書会の時には最後の章である第6章「<活動的生活〉と近代」から始めたが、この報告書では

活発な意見交換がなされた公共性の概念に論点を絞ってまとめていこうと思う。

2．アーレントの公共性概念

アーレント (1905-1975年）は教科書、資料集にも載る人物であり、センター試験にも出題された

ことがある。まずその問題をみてみたい3。

アーレントのいう 「活動」の具体例として最も適当なものを次の①～④から選びなさい。

①冬が訪れ豪雪に見舞われたので、協力して友人の家の雪下ろしをした。

②春の展覧会への出品に向けて、一人で部屋にこもって絵を描いた。

③夏祭りの運営方法について、市民たちが集会所で議論を重ねた。

④秋の文化祭に向けて、クラスのみんなで壁画作りをした。

答えは何であろう力も確かに公的領域において市民間の自由な意見の交換が行われることに注目す

れば③が答えとなる。 しかし、この選択肢は適切なのだろう力もそこでアーレントの「活動」 とはど

のような概念なのかについてみていきたい。

アーレントは刊行当時の1950年代にアメリカを中心に流行していた､客観的な行動にのみ注目して

人間理解を深めようとする行動主義(behaviorism)に激しく抵抗しているようにみえる。そもそもア

ーレントは人間に本性(nature)を想定しない｡むしろ､すべてのものを自己の存続の条件(condition)

にするように条件づけられた存在である、 と定義している。

1内久根直樹「悪とは何かを5行以上書きなさい－映画『ハンナ・アーレント』を補助線とした「現
代社会」の一授業実践｣『都倫研紀要』東京都高等学校公民科「倫理」 「現代社会｣研究会、2015年、
74－5頁。

2志水速雄訳、ちくま学芸文庫、 1994年。

3センター試験「倫理｣、 2008年追試験より。
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ではアーレントは彼女が生きた時代においてどのような条件を想定したのだろうか。それは「疎外

(alienation)」である。

アーレントは近代哲学の主観主義と近代人の世界からの疎外との必然的な一致を指摘する。言い換

えればすべて自分基準で考えなければならなくなった近代人が他者と関わることに特徴付けられる世

界から疎外された、 ということである。

具体的にはアーレントはこのことを①世界への不信感から生まれたデカルト的懐疑、②予見不能な

出来事の連続でしかない政治でさえ国家を契約によって作ってしまおう、 という製作過程に組み込ん

でしまうホッブズ的国家、そして③自分自身の生命の維持（痛みの回避＝幸福）からしか社会の状態

を想定しないベンサム的功利主義の三点から指摘している。

さてこの疎外された人間存在に個別性は見られない。なぜなら個別性とは比較によって生まれるも

のであり、比較のためには他者が必要だからである。その個別性が放棄され、観察可能な行動に支配

されるようになった現状をどのように回復していくのか、が彼女の論点となっていく。そこで必要に

なるのが公的領域へ現われる、 ということなのだが、それは人間のどのような行動なのだろうか。

アーレントは人間の行動を三つに区分する。労働(labour)、仕事(work)そして活動(action)で

ある。

まず労働とは、人間の自身の生命を保つことに注がれるためのものである。次に仕事とは、何かモ

ノを作ることで自身の生命の時間を超えたところにこの世界に存在していたという足跡を残すもので

ある。死後も使い続けられる善い家具などを例に考えるとよいだろう。そして活動とは、複数の人間

の間で生きる中で展開されるものである。そこで語られ、見聞きされ、行われたことは後世に残るこ

とは保証されないが､この地上とこの世界において朽ちることはない｡この活動が展開される空間が、

公的領域(publicsphere)であり、その空間の性格のことを公共性(publicness)という。

アーレントは古代アテネの市場（アゴラ）で自由に言説が繰り広げられていたポリス的空間を公的

領域のモデルにしている。その公的領域の特徴は一つに万人に見聞きされる点、一つに人々を結びつ

けつつかつ分離させる点にある（ちょうどテーブルが人々の間にありつつ、距離を離すように)。そし

て逆に私的領域(privatesphere)は活動する能力さえ奪われている (deprived)状態を指す。

ではこの公的領域の成立条件は何か｡権力だ､とアーレントは言う。ここでいう権力(power)とは、

活動し語る人びとの間に現われる潜在的な出現の空間、すなわち公的空間を存続させるものである。

公的空間を成り立たせる権力は暴力や実力によって脅かされ、性格を変えさせられてしまうこともあ

るだろう。そして他者性が抹消される空間に、他者から孤立することが特徴の借主政は生まれる。

さて、この公的空間で問われるのは多義的で、観察不可能で、予見不能な出来事の物語の中にしか

ない、 「真理」 とは程遠いものである。この空間は言い換えれば、人間関係の網の目 (web)のことで

ある。この中へ向かって生き、そこで活動し、物語を生み出し、それを歴史とする能力。これを支え

るのが思考なのである。しかし思考ほど傷つきやすい(vulnerable)ものはない。借主政下では活動

の方が容易いくらいだ、 とアーレントがいうほどである。ポピュリズムと借主政＝暴政吹き荒れるこ

の今の世界において、我々は公的領域を切り崩すものに敏感にならなければならないではないだろう

か。
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3．アーレントの公共性概念から

さてここで最初に取り上げたセンター試験の問題に戻りたい。本当に③が答えとして適切なのだろ

うか。もちろん夏祭りの運営方法の議論は大事だが、これを正解の選択肢とすることはとても一面的

すぎるアーレント理解だと言わざるを得ない。むしろこれはハーバーマス的なコミュニケーションの

説明になってはないだろうか。

アーレントの公共性概念を応用してハーバーマスがコミュニケーション的理性の議論を展開してい

るのは有名だが4､言説による討議、及び合意形成の可能性に重きを置きすぎている点がよく批判され

る。

アーレントはむしろ別の形の公共性概念を強く打ち出しているのではないか、 と強調するのがアー

レントとハーバーマスを媒介して開かれた公共性のあり方を論じる齋藤純一である。齋藤によれば、

公共圏で行われる討議は何も合意に収数する必要はないという。彼が強調するのは、 「討議は合意が形

成される過程であると同時に不合意が新たに創出される過程でもある」ということである5。そこでは

自己は他者に対して開かれていて、他者が存在する空間の中で見聞きされるのである。

そしてその自己はアーレントに倣い、多義的で複数性に特徴付けられる自己のあり方が「現われの

空間」の中で絶えず検討に晒される点を強調する§これはどのような空間なのだろう力もある事例か

ら考えてみたい。それは「ヒューマンライブラリー」である。

これは、様々なマイノリテイの方々 （アルビノの方や、セクシャル・マイノリテイの方など）が生

きている「本」として貸し出されて来場者に語ってもらおうという試みである。2009年にデンマーク

で始まったこの取り組みは、現在日本では明治大学の横田雅弘教授のゼミ生が中心に毎年実施してい

る7。

ここでは「本」が参加者に語りかけるが、その「語り」は言葉に充たされていることを意味するの

ではない。沈黙も含むはずである。言葉を絶する、こともあるはずである。 しかし、我々はここにア

ーレントによる公共性のあり方を見ることができるだろう。

人は自分自身が変容するときに人は得てして沈黙するものだ、 ということを様々な場面で経験する

のではないだろうか。そうした沈黙の時間はしかし一方で自分の中に幾つもの声が頭の中に鳴り響い

ている時でもある。確かにその変容のあと、合意が形成されるとは限らないし、 「その人と私は違う」

という結論が出されるかもしれない｡しかし､自己の中にその人が生き始めることを経験するだろう。

沈黙を恐れてはならないのである。

だがしかし私たちは変容しようとしない者達の存在にしばしば直面する。例えば優生学的思想によ

る他者の存在の抹消願望をもつ者、セクシャル・マイノリテイに対してバックラッシュ的言動を起こ

す者、 自由・平等・博愛(fraternite)を掲げつつも本音では根強く移民に対して反動的言動を起こ

す者などである。これは私の印象だが、こうした人々は「おしやくり」である。そうした者たちによ

る行動には動機が見えない、 ということはない。むしろ明瞭に動機を、建前を否定する形の「本音」

ユルゲン・ハーバーマス『公共性の構造転換一市民社会の一カテゴリーについての探究』細谷貞雄
ほか訳、未来社、 1994年。

齋藤純一『公共性』岩波書店、 2000年、 35－6頁。

同書、41－5頁。

「ヒューマンライブラリー人を「本」 として借りてみた」毎日新聞、 2016年11月29日配信、

https:"mainichi.jp/articles/20161129/kOO/00e/040/211000c、 2017年5月20日確認。
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を語りたがる。そして自己を変容させることなく、その言葉によって他者を否定していくのである。

今まさに我々は「おしゃべりな」公共圏における課題に直面しているのではないだろうか。ここで

気をつけねばならないのは、 「道徳｣の授業みたいにお題目を唱えてもそれはむしろ逆効果でしかない

ことである。ちょうどポリティカル・コレクトネス疲れが「本音」を語るトランプを大統領に押し上

げたように、である。ではどうしたらいいのだろう力もそれは、変わり続ける勇気を持ち続けること

だろう。アーレント的な言説で言い換えれば、他者の前に現われること＝他者が前に現れることで自

己が変容していくこと、そしてその他者の現前という圧倒的なリアリテイに対して自己の中に鳴り響

く声に耳を傾け続けることであろう。だからこそアーレントは次の言葉で『人間の条件』を閉じるの

である。

何もしていないときこそ最も活動的であり、独りだけでいるときこそ、最も独りでない。

4．最後に

アーレントを読む意義は何であろうか。それは彼女が何者であったのか、を確認することから見え

てくるだろう。アーレントは疑いようのない永久不変の唯一の「真理」を求めた哲学者では決してな

い。問いを開き、問いによって開かれた自己の複数性に対して応答していくことを強調し続けた思想

家であろう。彼女自身、テレビインタビューで次のように答えている。

私は哲学者には属していません。私の職業は政治理論です。私は自分のことを決して哲

学者と感じていませんし、自分が哲学者の世界に受け入れられているとも思っていませ

ん。哲学と政治との間には、人間を考える存在と見るか活動する存在と見るかの違いが

横たわります8。

この政治理論を思考し続けたアーレントから私たちは何を学ぶことができるのか。それは、考えて

いくヒントを得ようとする姿勢である。この姿勢こそ

『人間の条件」以後の人間の条件なのではないだろうか。

最後に、読書会の内容をかなり強引にまとめてしまったことをお詫びして、本報告を閉じたいと思

フ。

■一＝’

''一
8ギュンター・ガウスの問いに答えてHannahArendt"Zt"｡amso""Funlnterview(withEnghsh

subtitles)https:"youtu.be/dsolmQfVsO4
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V第三回研究例会【公開授業】

他者と共に生きる自己を考察する授業

一高等学校「倫理」におけるジェンダー教育の可能性一

東京都立府中東高等学校塙枝里子

1 はじめに

本稿の目的は、高等学校「倫理」におけるジェンダー教育の教材開発・実践・分析を通して、生徒

が他者と共に生きる自己を考察する授業の在り方を検討するものである｡契機は平成28年度東京都倫

理研究会第三回研究例会において、研究会の事務局よりジェンダー教育の第一人者である江原由美子

首都大学東京教授（当時）のご講演と合わせ、 「ジェンダーを扱って公開授業をして欲しい」と依頼

されたことにある。筆者はこれまでも政治・経済でジェンダーを扱った授業実践をしてきたし、家庭

科・公民科を中心に多くの先行実践が存在する。しかし、江原先生はナンシー・フレイザーの「再配

分と承認」に触れながら昨今の排外主義を論じることを予定していたため、改めてジェンダー教育を

振り返り、 「再配分と承認」という新たな視点を加えて教材開発をするに至った。

2高等学校「倫理」におけるジェンダー教育

高等学校学習指導要領解説公民編「倫理」にも本校で使用している教科書にも、男女共同参画社会

の記載はあっても、 「ジェンダー」という言葉は出てこない。そのためか、真正面から「ジェンダー」

を扱った授業実践は少ないioまた、ジェンダー研究の蓄積を振り返ると、 「ジェンダー」 という言葉

そのものが時代とともに変化しながら捉えられており、現在でも議論の方向性も多岐に渡ることが分

かった。さらに、男女共同参画社会の実現や性的役割分業の撤廃を目指すという政策が掲げられ、一

般的にはそれに賛成したとしても、私たちの感情や信念と必ずしも一致しておらず、個人の心の中の

かなり奥深くに根ざしているii・このことから、教材開発・実践ではジェンダー視点に気づくことに

留まらず、倫理的な見方や考え方を用いて自己の内面に迫り、多様な他者と共に生きる自己がどのよ

うに在るべきか、また、心の中に根ざす差別に対して、民主主義の担い手である市民としてどのよう

にしていくべきかという問題意識を醸成することを目指した。

3実践の概要

(1)単元の構成

高等学校学習指導要領解説公民編「倫理」では、 目標において「他者と共に生きる主体としての自

己の確立を促し」と明記され、 「倫理」の学習課題が、他者と切り離された自己ではなく、他者と共に

生きる主体としての自己の確立のあることとしている。また、 「（3）現代と倫理ア現代に生きる人

間の倫理」では、 「他者とともに生きる自己の在り方生き方にかかわる課題として考えを深めさせる」

（学習指導要領本文） とあり、学習指導要領解説に「倫理の学習は主体の形成を目指すのであるが、

それを単に自己の観点からだけで考えるのでなく、他者とのかかわりで生きるという点を常に忘れて

はならないということを明確に示している。 （…中略…）他者と共に生きるということは、倫理の基本
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的で重要な視点であり、広く自己の存在をとらえ、主体的に自己の価値観を形成できるようにする必

要がある」 とある。

これを受けて、本単元ではジェンダーの授業を通して、生徒自身の課題と結びつけ興味・関心を喚

起し、他者と共に生きる自己の在り方生き方を考察させる。また、多様な他者と共に生きる重要性を

理解するだけでなく、多様な他者を認めたくても認めない、もしくは認められない現実があることを

直視させ（寝た子を起こす)、自己と他者の関係を理解した上で、自己の内面にある選択基準ないし判

断基準を認識し、 自分の考えを深化させる構想である。

本実践は、全体で4時間構成である。第一段階は、ジェンダーの考え方を理解する段階である。こ

こでは、生徒自らが経験に基づいて「男」 と 「女」から想起する言葉を取り上げる。第二段階は、ジ

エンダー・バイアスに気づく段階である。ここでは、 HKT48の『アインシュタインよりデイアナ・ア

グロン』からジェンダー・バイアスを探し、性差から性差別は正当化できないことを確認する。第三

段階は、なぜ根強いジェンダー・バイアスはあるのか、倫理的な見方や考え方を身につけさせ考えさ

せる段階である。ここでは､ 「育児休暇は男性と女性どちらが取るべきか｣というケースを取り上げる。

その際、倫理的な見方や考え方としてエリクソン及びG.H.ミードの思想を取り上げ、自己と他者の関

係を理解させる。第四段階は、多様な他者と共に生きるために、 自身がどのように考え、どのような

社会を目指したいかを考える段階である。その際、ベンサムやJ.S.ミルの功利主義、ロールズのリバ

タリアニズム、サンデルのコミュニタリアニズムといった思想を用いて自分の重視する価値を明確に

することで、 自分の考えを深める。

（2）取り扱う教材について

①「男」 「女」認識の見える化（第1時）

導入として、生徒自身にある「男」 「女」認識の見える化をするため、公益財団法人プラン・ジャ

パンiiiの教材である「Becauselamagirl :女の子にはチカラがある：未来を創るジエンダー教育」

を参考にする。クラスを4人1組に分け（男女混合） 、ペンと2色のポストイツトを渡し、グループ

別に「男と聞いて思い浮かぶ言葉」 、 「女と聞いて思い浮かぶ言葉」をそれぞれ5枚以上提示させる。

また、昨今ジェンダーは生物学的役割（セックス） と区別されるための社会的・文化的に形成された

性差という意味ではなく、身体的性別、性自認、セクシヤリテイ、性的役割など幅広く使われること

も紹介する。

②ジェンダー・バイアスへの気づき（第2時）

ジェンダー・バイアスへの気づきは、 HKT48の『アインシュタインよりデイアナ・アグロン』を用

いる。この曲は2016年4月13日にリリースされ、 〈難しいことは何も考えない頭からつぼでいい二

足歩行が楽だしふわり軽く風船みたいに生きたいんだ〉 〈女の子は可愛くなきやね学生時代はおバ

カでいい〉 〈テストの点以上瞳の大きさが気になるどんなに勉強できても愛されなきや意味がない〉

〈世の中のジョーシキ何も知らなくてもメイク上手ならいいニュースなんか興味ないしたいてい

のこと誰かに助けてもらえばいい〉などの歌詞が女性蔑視だとしてネットで「大炎上」 した。また、

「勉強できても愛されなきゃ意味がないと思いますか？」などの意識調査が登場したり、批判記事を

掲載したブログに対してAKBの運営会社であるAKS法務部が名誉穀損する旨のメールを送ったり、恵

泉女学園大学の大日向雅美学長が「心理女性学」の授業で取り上げたりするなど話題となったiv･生

徒には歌詞（全文） と動画視聴をし、ジェンダー・バイアスを探させるほか、歌詞を男の子に置き換
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